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 鈴 木 淳 子 監査委員事務局長  庄 司 祐 一 
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◎ 委 員 会 日 程 

 

令和６年９月１０日（火） 午前９時開議 

 

 委員会日程第２号 

  日程第１   付託案件の審査、採決 

    議第４９号  令和５年度河北町一般会計歳入歳出決算認定について 

延  会 

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       委員会日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○吉田委員長 おはようございます。 

   本日の欠席通告委員はありません。 

   ただいまの出席委員数は13名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の委員会日程はお手元に配付のとおり

であります。 

○吉田委員長 日程第１、付託案件の審査、採決

を行います。 

   議第49号令和５年度河北町一般会計歳入歳

出決算認定についての質疑を続けます。 

   委員長から申し上げます。 

   質疑の際には、最初にページ数、款、項、

目、節を、さらに質疑の内容を簡潔明瞭に述

べてください。また、答弁する当局側は、質

疑内容に対し漏れなく、かつ簡潔に答弁して

くださるようご協力をお願いします。 

   また、決算委員会でありますので、一般質

問に類するような発言は避けてくださるよう

お願いします。 

   それでは、５款から８款までの質疑に入り

ます。 

   ５款から８款までの通告者は８人です。 

   ３番、４番、５番、７番、８番、10番、11

番、14番。 

   最初に、「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 おはようございます。 

   それでは、最初に質疑をさせていただきま

す。 

   まず、決算書100、101ページ、成果111ペー

ジ、７款１項１目商工総務費、ふるさと納税

についてであります。寄附件数６万4,172件、

寄附金額14億8,590万1,810円という説明を受

けまして、町の魅力発信と経済の活性化等に

も寄与というふうに説明をしていただきまし

た。令和５年度の寄附金額は前年度と比べて

約9,300万円の増ということですけれども、こ

の増になった要因はどのように捉えておられ

るか、それをお聞きします。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 
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○軽部商工観光課長 おはようございます。 

   それでは、101ページ、成果111ページ、７

款１項１目商工総務費の中のふるさと納税の

基金積立金についてのご質疑かと存じます。 

   件数といたしましては、令和４年度におき

ましては６万733件、令和５年度におきまして

は６万4,172件ということで、約3,500件以上

の伸びがあったということと、寄附金額につ

きましては9,300万円ほど伸びた要因という

ことで、昨年、初めて旬のフルーツの定期便

ということで商品化させていただいたところ

であります。 

   年間通しまして計８回、サクランボ、ブド

ウ、桃、メロンといった定期便の返礼品を作

らせていただきました。件数につきましては

2,400件ほど準備しましたけれども、若干の追

加もございまして2,406件という結果となり

ました。この返礼品の金額につきましては10

万円ということになっております。ここだけ

を見てみますと、２億4,000万円の新たな商品

が返礼品として取り扱われたということでご

ざいます。大きな要因といたしましては、新

たな商品の開発等が功を奏して、こういった

結果につながったのではないかと分析いたし

ておるところでございます。 

○吉田委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 それは返礼品の新しい商品の開発と

いうことが大きな要因だったというふうに捉

えて、今の説明でお受けいたしました。従来、

私たちにもふるさと納税の報告書というのは

定期的に報告されておりますので、大体把握

はしておったのですけれども、私自分で認識

していましたのは、お米とかお肉というのが

ずっと上位を占めていましたので、そういう

商品がやはり今でも人気があったのかなと思

っておりましたけれども、やはりこういう旬

のものが定期的に送られるということが、消

費者の皆さんのそういうもののご要望が多か

ったというふうに捉えて、新しい目線での返

礼品の開発だなというふうに今捉えていたと

ころでございます。 

   それでは、次の質問をさせていただきます

けれども、例えばふるさと納税した方を関係

人口として河北町ではカウントしていらっし

ゃるということを自分の一般質問の中で答え

ていただいたことがございますけれども、や

はりふるさと納税を増やすことが関係人口を

増やしていくというすごくいい方法だとは思

っていますけれども、人が実際に河北町に訪

れたりすることは、なかなかそれをカウント

することは難しいと思いますけれども、私自

分ではやはりそういう方が実際に河北町に来

ていただくというのが一番いいのかなと考え

ておりますけれども、そのような関係人口と

の関係というのをどのように捉えておられる

のか、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 関係人口の捉え方というこ

とではございませんけれども、実際にふるさ

と納税をしていただいた方が町内に訪れて、

いろんな飲食店を回ったりとか、そうしたカ

ウントは取られておりません。町といたしま

しても、返礼品の中に総合パンフレット等を

入れて町のＰＲということをさせていただい

ておりますが、メッセージ等でぜひこういう

おいしいものがある河北町に行ってみたいと

いうお声は多々いただいておるところでござ

います。 

○吉田委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。皆さん、

ふるさと納税というのはやはり各自治体が

様々な財源を取るにはとても有効な方法だな

というふうに捉えておられると思いますので、

これからもふるさと納税をたくさんしていた

だく方法というのをもっともっといろんな角

度から考えていく必要があるのかなと。 
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   あと、ふるさと納税をしていただく方を増

やしていく方法なんかは、これから新しい展

開についてどのようにお考えかということを

お伺いします。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 新たな取組ということでは

ございますが、やはり昨年10月１日の法改正

によりまして、返礼品割合の制限、それから

取扱商品の制限というのが一段と厳しくなっ

ております。今年度におきましても、昨年度

に比べますと非常に落ちているような状況で

ございます。 

   ましてや、今年度、主要返礼品でございま

すサクランボについては、一般質問の答弁で

も申し上げたように、８％の方にお送りでき

なかったというようなことがございます。や

はり今後進めていく中で、いわゆる生もの果

実は非常にリスクを伴ってくるのかなと。気

候等にいろいろ反映されてくるのかなと思っ

ております。 

   そうした中、現在も行っておりますけれど

も、来年度産の先行予約というのも実際やっ

ております。ただ今年度につきましては、こ

のたびのサクランボの件がありますので、ど

れぐらい先行予約をするかというところで現

在検討しておるところでございます。 

   また、昨年度からポータルサイトの感謝祭

とか、東京まで出向いていろいろとＰＲをさ

せていただいておるところであります。新た

なことではないですけれども、そういったと

ころを継続して行ってまいりたいなと考えて

おります。 

○吉田委員長 「14番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。やはり河

北町のふるさと納税というのを皆さんに知っ

ていただく、そういうふうな努力というのは

とても大切なことだなと。様々皆さんに触れ

る機会をたくさん持つという、そういうのに

やはり力を入れていっていただければ、これ

からも河北町の魅力をふるさと納税で発信し

ていけるということもございますので、とて

も期待をしています。 

   ありがとうございました。終わります。 

○吉田委員長 以上で14番細矢誓子委員の質疑を

終わります。 

   委員長より申し上げます。 

   決算審査委員会ですので、一般質問に類す

るような発言はお控えくださいますようお願

い申し上げます。 

   それでは、次に、「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 おはようございます。 

   私のほうから、１点質疑をさせていただき

ます。決算書114、115ページ、８款４項２目

公園管理費のいもこ列車一般公開事業費につ

いてお尋ねいたします。 

   令和５年度につきましては、９日間、2,226

名の動員があったということで報告を受けま

した。令和４年度と比べましても、令和４年

度は６日間開催で939名、日数も少ないんです

が、１日平均から見ますと、令和５年度は247

名、１日ですね。令和４年度は156名というこ

とで、平均値から見ても大幅に要は人の増員

がなされたということで、とても喜ばしいこ

とだなと感じております。 

   そこで質疑いたします。今回の令和５年度

の人の流れについて、結果の受け止めをまず

はお伺いしたいと思います。 

○吉田委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 おはようございます。 

   いもこ列車の令和５年度の実績についてお

答え申し上げます。 

   いもこ列車、令和５年度増えたという要因

としましては、まずコロナが５類になったと

いうことも影響あると思います。昨年は８回

と３月に、年度末ですけれどもひな市という

ことでありまして、2,000人を超えたぐらいの
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人数になったというようなことと、あと昨年

ですけれども、新聞、あとはテレビ等のメデ

ィアに取り上げられまして、計３回ほど運転

手にお願いして、臨時にいもこ列車の車庫か

ら出して多少の運転などをしてＰＲにつなげ

たということがありまして、増えたのかなと

いうことが考えられます。 

   ただやっぱりいもこ列車はどうしても屋外

ですので、天気次第というところもあります

ので、なかなかその辺が少ない月もあるとい

うのはご了承いただきたいと考えているとこ

ろです。 

○吉田委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 ありがとうございます。確かに天候

にも左右されるという事業で、なかなか計算

が難しいというのも当然理解しているところ

でございます。ただ、この結果から見ても、

町に人を呼び込む有効な施策だと私は感じて

おりますが、そのあたりはどのようにお感じ

になっておりますか、改めてお伺いいたしま

す。 

○吉田委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 やはりこの事業というのは、

町内に限らず、県内各所、または県外のほう

からも来ていただいています。先ほど申し上

げた新聞というのも、河北新報という宮城の

新聞に取り上げられて問合せも増えたような

感じがいたします。ですので、こちらの事業

をやって集客していただいて、あとはお昼に

河北町でどこかで食べていただいて等してい

ただければ、大変有意義な事業でないかなと

いうふうに感じているところでございます。 

○吉田委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 県外からもメディアでいろいろＰＲ

できている、または県内、もちろん町内にも

そうですけれども、かなりの人を呼び込むと

いう観点からすると、大変有効な施策だなと

私感じております。 

   そこで改めてお伺いいたします。今年度は

スタートしてしまっている。この結果を受け

て、今後、例えば日数を増やす、例えば土日

続けて行うというお考えはあるのかどうかお

伺いいたします。 

○吉田委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 日数を増やすということに

関してですけれども、昨年は８回ということ

だったんですが、暑い時期ですとか寒い時期、

また雨が多い時期というのがなかなか来なく

て、今年は一応６回ということで考えさせて

いただいております。ここからまた増やすと

なると、機関士さんも80歳を超えている方を

１名お願いしているということもあるので、

その辺の体調と示し合わせてちょっといろい

ろ検討させていただきたいと思います。 

○吉田委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 先ほどご答弁にあった80歳を超えて

いる方の後釜というか、後継者はどのような

状況になっておりますでしょう。 

○吉田委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 今、一緒に運転をしている

という、助手的な形でうちの職員が今実際や

っているところなんですけれども、こちらは

特に免許が要らないということなので、慣れ

ればできていけるのかなということを考えて

いるところです。 

○吉田委員長 「11番奥山英幸委員」 

○奥山委員 ぜひその後継者も含めて、また季節、

天候にも左右されるかと思うんですが、人の

流れを呼び込む、人の流れをつくるという面

では大変有効な施策だと私はすごく感じてお

りますし、乗る方も多いということからすれ

ば、ぜひ公開日も増加するということも一つ

考えたらいいのかなと思います。ということ

で、今後、検討課題ということで考えていた

だいて、私の質疑を終わりたいと思います。

ありがとうございます。 
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○吉田委員長 以上で11番奥山英幸委員の質疑を

終わります。 

   次に、「10番林智委員」 

○林委員 よろしくお願いします。私のほうから

３点質疑させていただきます。 

   まず１つ目、決算書98ページ、成果106ペー

ジ、６款１項８目農業体験交流施設費の中で

お伺いさせていただきます。 

   先日の議案調査の中でも、体験交流施設２

施設あるわけですが、利用日数等をちょっと

把握していないということでお伺いしました

が、施設の指定管理を行っている中で、利用

計画や運用計画というのは把握しているのか、

提出されているのかというのを１点目お聞き

します。 

   次に、２点目、決算書104ページ、７款１項

３目観光費ということで、ふゆまつり実行委

員会負担金についてお伺いします。 

   これは西村山の共同事業ということになっ

ていると思うのですが、ここ数年行われてい

る事業で、その負担金の中の一部だと思うん

ですが、河北町の中でもイルミネーションを

設置されていると思います。実際、昨年も道

の駅に設置されていますが、せっかくの点灯

時間に道の駅はもう閉店時間ということで、

これについてどのようにお考えなのかお聞き

したいと思います。 

   次に、決算書106ページ、成果118ページ、

７款１項４目観光施設費の中の紅花資料館の

ほうでお聞きしたいと思います。 

   入館者数、戻ってきている、増えていると

いうことで大変すばらしいこと、うれしいこ

とと見ています。その中で、やはり観光資源

という部分での紅花資料館ですが、入館者の

中での団体数というのを把握しているのかと

いうことでお伺いしたいと思います。 

   以上、３点お願いします。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 おは

ようございます。 

   決算書97ページ、農業体験交流施設費の利

用状況でございますけれども、こちらにつき

ましては田井川向地区農業体験交流施設と東

部地区農業体験交流施設ということでござい

ます。 

   東部地区の農業体験交流施設につきまして

は、毎年、利用者数、あとは稼働日数等の報

告をいただいておりますけれども、決算状況

調査のときには、令和５年度につきましては

ちょっとまだいただいていないという状況で

ございました。あとは、その後につきまして

もいただくような形で手続を取っております。

令和４年度につきましても、そのような内容

につきましては報告をいただいているという

状況でございます。 

   あと、川向地区につきましては、ご存じの

とおりトイレと駐車場だけというようなこと

になりますので、会計につきましての報告を

いただいているところでございます。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 104ページ、７款１項３目観

光費のふゆまつり実行委員会負担金の質疑に

ついてでございます。 

   この負担金につきましては、やまがた音と

光のファンタジアということで､11月25日か

ら１月８日まで西村山１市４町で取り組んで

いる事業でございます。メイン会場となるの

は最上川ふるさと総合公園ということで､イ

ルミネーションの点灯式というのが11月25日

行われまして、イベントでということで12月

24日と１月７日で行っておる事業でございま

す。 

   寒河江市がメイン会場となるわけですが、

ほかのサブ会場ということで、各町の道の駅

を会場に夕方から点灯をしていることでござ

います。道の駅河北のみならず、ほかのサブ
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会場はほとんど道の駅が対象になるというこ

とで、ほとんどの道の駅は夜、運営していな

いということで、イルミネーションの点灯だ

けになっているということは昨年、委員会の

中でも話になったところであります。 

   おのおの指定管理者がいるわけですので、

果たしてそこでどういったことができるのか

ということの協議も必要になってくるという

ことで、昨年は道の駅のほうはできなかった

ということになっております。また、今年度

につきましては、まだ実行委員会が開催され

ておりませんので、その中で何らかの議論に

なるのかなと思っておりますので、実行委員

会の中で検討させていただければなと思って

おります。 

   続きまして、106ページ、７款１項４目観光

施設費の紅花資料館の指定管理料になるかと

思います。 

   ご質疑の紅花資料館の入館者数につきまし

ては、令和４年度から比べますとまた2,000

人ほどですかね、伸びているかなと思ってお

ります。いろんなイベント等を実施しながら、

何とか多くの皆様にご覧になっていただきた

いということで取り組んでまいったところで

あります。ご質疑の団体数につきましては、

20名様以上の団体の入館については40組と捉

えているところでございます。 

   以上です。 

○吉田委員長 「10番林智委員」 

○林委員 ありがとうございます。 

   まず初めに、農業体験交流施設費のほうで

成果ということですかね。利用実績というこ

とで出ているということですが、出ていると

いうことは適切な計画どおりの実績というふ

うになると思うんですが、東部地区の場合な

んかは、前を通ってもなかなか建物が開いて

いるという雰囲気がないようなときもあるの

で、その辺やはり心配されている方もいるよ

うですので、ぜひ適切な管理になるように今

後もやっていただきたいと思います。 

   ちなみに指定管理を行っているということ

で、建物の補修や備品の管理等も適切に行わ

れているとは思うのですが、その辺をいま一

度確認させていただきたいと思います。 

   次に、ふゆまつり実行委員会、イルミネー

ションですが、確かに指定管理ということで

道の駅の運営というのは委託されている中で、

事業者の営業時間というのはあるわけですが、

せっかくイルミネーションを点灯して地域の

活性化というふうにやっているのですから、

その成果が出るような、やはりメイン会場で

やっているように何か節目節目での時間延長

や、そういったことをぜひ今後検討していた

だきながら、成果が出る方向でやっていただ

きたいと思います。 

   最後、紅花資料館、20人以上の団体数が40

組ということで令和５年度のほうは把握して

いただいているということで、大変すばらし

いと思います。やはりそういうふうに団体数、

どれぐらい来ているかというのを分析しなが

ら、そういったところをいかに伸ばせるのか

ということが大切だと思います。団体客が来

ているということで、紅花資料館のほう、べ

に花ガイドさんということでボランティアさ

んがあったと思うですが、ではそこら辺の活

動実績というのはどのようになっているのか、

併せてお聞きしたいと思います。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 農業

体験交流施設の適切な管理ということでござ

いますけれども、ほかの指定管理施設と同様

に、大きな修繕等が出た場合には町のほうで

対応させていただくというようなことで考え

ておりますけれども、現在のところ適切に管

理されていると見ているところでございます。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 
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○軽部商工観光課長 べに花ガイド会についての

ご質疑かと思いますが、べに花ガイド会にお

きましては、高齢化等による会員の減少が進

んでおります。そうした中、より多くのガイ

ドをしていただく方を募集するという意味で、

昨年初めてガイドの体験会というのを実施さ

せていただいたところでございます。また、

谷地ひなまつりに向けてのひな人形の勉強会

ということでも、ガイドの一つの要件として

実施させていただいたところであります。 

   ガイド会の人数につきましては、昨年度末

で７人ということで非常に少なくなったわけ

なんですが、今年に入りまして４人増えまし

て11人という中で行っております。昨年のガ

イドの回数でございますが、年間通しまして

44回ガイドのご依頼がございまして、850人を

対象にガイドをさせていただいたところでご

ざいます。 

   なお、このガイドにつきましては、一般社

団法人観光物産協会の職員も対応できるよう

に現在のところは対応しているところでござ

います。 

○吉田委員長 「10番林智委員」 

○林委員 ありがとうございます。農業体験交流

施設費に関しても了解しました。 

   また最後、紅花資料館ですが、ガイドさん

増えるように去年研修会行われたということ

で、ガイド育成と併せておひな様の勉強会と

いう形で開催したのも承知しております。私

もその研修会を聞かせていただきましたが、

やはり同じ町民の中でもまだまだおひな様の

ことを分からないこともたくさんありますし、

知らない人もたくさんいると思います。そう

いった中からそういう研修会を通じて興味を

持っていただき、ガイドをやってみようかな

と増やすような試みは町の活性化にもつなが

ることと思いますので、ぜひこのような方向

で様々な企画を検討しながら、紅花資料館ま

すますにぎやかになるようにやっていただけ

ればと思います。 

   以上で質疑終わります。 

○吉田委員長 以上で10番林智委員の質疑を終わ

ります。 

   次に、「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 まずは、100から101ページの７款１

項１目委託料の中に地域おこし協力隊委託料

というのがあります。地域おこし協力隊につ

いては、やはり全国的に都市に若い人たちが

集中して集まってしまうというのをいかに地

方に若い人たちを定着させていくかという課

題にのっとって、これは事業が始まっている

わけであります。そういう意味では定着率と

いうのは非常に大事なことじゃないかと思う

んですが、先般の山新に定着率が出ていまし

た。令和４年の全国が65.4％、山形県が62％

とこういう数字が出ていたんですが、令和５

年度の全国、山形県、あと河北町の定着率を

町として捉えていらっしゃるのかどうかにつ

いて、まず第１点目お尋ねします。 

   次に、106ページにあります、同じく７款の

４目にあります観光施設費の中で、指定管理

を観光協会にしているわけであります。成果

の118ページに入館者数が月別に出ているわ

けでありますが、１万2,000人程度の入館者が

あったとこういうふうになっていますが、１

万2,000人ということを町としてどう評価し

ているのか、どう捉えているのかについてお

尋ねします。 

   以上２点。 

○吉田委員長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部くらし応援課長 決算書100、101ページ、

７款１項１目の地域おこし協力隊委託料とい

うことで、こちらの中の地域おこし協力隊の

令和５年度の定着率というお尋ねにお答えい

たします。 

   まず、令和５年度、県の定着率につきまし
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ては60.9％、町に関しましては、令和５年度

末で退任された隊員が６名、そのうち３名の

方が町に定住しておりますので、50％という

ような数字になっております。 

   以上です。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 106ページ、107ページ、成

果118ページ、７款１項４目のうちの委託料、

紅花資料館指定管理料の中の入館者数、令和

５年度１万2,627人をどう捉えているかとい

うことでございますが、ご承知のとおり令和

２年からの新型コロナウイルスによりまして

入館者数が激減したということで、令和５年

度においては５類移行になったということを

踏まえまして、これまでやっていないような

企画展の開催、それから館内でのイベントを

積極的に開催させていただいたところであり

ます。 

   ただ数字につきましては、コロナ禍前、令

和元年１万4,600人、それから平成30年１万

5,000人という、その数字から見ましても

3,000人ほど少ないような状況でございます。

まだまだ回復はしておりませんが、コロナ禍

前の数字に戻れるよう今後も努力してまいり

たいと考えております。 

○吉田委員長 「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 定住率について、令和４年のという

のは、令和５年度の決算審査しているわけで

すが、その前の年はどうだったのか。50％と

いうのが、伸びているのか、減っているのか

判断したいので、分かったらお願いします。 

   それから、紅花資料館の１万2,000人、確か

にコロナが数年間あったということで下がっ

たことは下がったんですが、私はそもそも人

数が少ない、入館者が少ない。十数億円かけ

てあそこを整備しているわけですから、成果

を見てみますと、観光協会に委託をして、観

光協会なりに様々な努力をして入館者を増や

そうとしてイベントを組んでいるわけです。

ゆるべに市、あるいは紅花資料館、べに花ま

つり、あるいはイルミネーションだったり、

あるいは春のひな市、ひなまつりだったり、

それを大体足すと四、五千人になるんです。

そういった観光協会で組んでいろいろイベン

トやって入館者増やそうと努力したのが四、

五千人ぐらい集まっているんです。全体で１

万2,000人のうちの３分の１がイベントで集

まっている。イベントしている日数なんてそ

んなに多い日数じゃないんです。要するに常

日頃の入館者が少ないとしか言いようがない。 

   これは何かというと、イベントで一生懸命

集めてくださっている観光協会が頑張ってい

らっしゃると思うんですが、そもそもの紅花

資料館の資料館としての魅力が足りないんじ

ゃないかと思う。だから、イベントでは集ま

るけれども、イベントしない常日頃に入館者

がどんどん来るようなことになっていない。

山形に行ったら、ぜひ紅花資料館に行かなけ

ればという雰囲気にはなっていない。山形県

にも県外からかなりのお客さん来ていると思

うんですが、さて、紅花資料館にとならない

ところに私は最大の弱点があるんじゃないか

なと。資料が少ないのか、展示品が少ないの

か、紅花資料館そのものの魅力が足りないん

じゃないかと。だから、観光協会がいろんな

イベントを組んで頑張って集めて、３分の１

は短期間の本当に数日間の間で３分の１近く

の人を集めているんだけれども、常日頃の１

年間通しての入館者は少ないとしかならない

のは、そこに原因があるんじゃないかと私は

思うんでありますが、いかがでしょうか。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 ご指摘のとおり、数字から

見ましても、イベントの集客というのが非常

に大きな要因となっているのは承知いたして

いるところでございます。やはり山形に来た
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ら、ぜひ山形県の花でもあるベニバナに関す

る資料がある紅花資料館にいらしていただく、

そういった周知が非常に大切ではないかなと

思っております。その点におきましては、や

はり県内だけでなく、県外への紅花資料館の

ＰＲというのが必要ではないかなと思ってお

りますので、今後におきましては、県外のエ

ージェント等に周知を図って、より多くの県

外の方からもいらしていただくようなＰＲが

必要だと認識いたしております。 

○吉田委員長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部くらし応援課長 すみません、先ほど私、

令和５年度末の定着率が６名退任されたうち

３名ということでお答え申し上げましたが、

そのうち１名が令和６年度に入ってからの退

任者でしたので、令和５年度末に関しまして

は正確には40％というような数字になってお

ります。令和６年度の定着率が50％の誤りで

したので、訂正させていただきます。 

   令和４年度の数字ということでございます

が、令和４年度は33.3％というような数字に

なっております。 

○吉田委員長 「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 地域おこし協力隊の大事な目的は、

河北町に来ていただいて、３年間地域おこし

のお仕事をしながら、やはり河北町に住んで

いただくということが非常に大事なことじゃ

ないかと思うんですが、全国や県が６割前後

ぐらい、６割を超えている数字のときに、令

和４年は三十何％、今年も、令和５年度もま

た低い。ずっと河北町が低い原因はどこにあ

るのか。なぜ河北町は全国や県よりも数字が

低いのか、定着率が悪いのか。それはどこに

原因があるのか。町として何らかのそういう

ことに対する判断、あるいはそれをどういう

ふうに直していけば定着率が上がるのかとい

う分析、それは担当課の課長だけでは答えら

れない部分があるので、町長か副町長あたり

に大事な部分ですので答えてほしいんですが、

そこら辺をしっかりやっているのかどうかに

ついてお尋ねします。 

   それから、紅花資料館の入館者数について

は、いろんなエージェントにアタックしよう

と。それはいいです、アタックするのは。ア

タックするのはいいんです。でも、駄目なも

のがあるんです。何かというと、そのアタッ

クをして紅花資料館に来て、これだったらま

た別のお客さん連れてこようかになっていな

いんですよ。リピーターにならないんです。

そこが一番の問題なんです。 

   そのリピーターを増やしていく、あるいは

県外のエージェント、県内のエージェント含

めて、紅花資料館に来て、やっぱり連れてき

てよかった。あるいは、一緒に来たお客さん

たちが、よかったね、紅花資料館にとなって

いないから増えていかないというふうに私は

分析するんですが、ですからもう少し紅花資

料館そのものの魅力アップを図っていかなけ

ればならないんじゃないかと思うんですが、

これもやっぱり副町長か町長に、課長にはち

ょっと重たい責任あるお答えをいただかなけ

ればならないので、これについても町長か副

町長からお答えいただきたいと思います。 

○吉田委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 課長も重い責任を持って仕事してお

りますので、ご指名ですので私から地域おこ

し協力隊のことで申し上げます。 

   一つは、定着率もありますけれども、私は

定着する人数、ここをしっかり考えていく必

要があるかなと。その前提として、まずはし

っかり河北町を選んで赴任してもらえる、そ

ういった地域づくりを前提として進めるとい

うことは当然ながら、やっぱりそこに対して

地域おこし協力隊の方々に来てもらえる環境

を整えていくということが非常に大事かなと

思います。 
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   全国的にも、地域おこし協力隊については、

河北町の場合、過疎指定の地域になってござ

いません。したがって、本町に赴任していた

だける地域おこし協力隊は、都市圏に限定さ

れます。山形からとか、あるいは仙台からと

かは無理……、仙台は大丈夫。過疎地域はも

っと広く募れます。もうご承知だったら蛇足

ですみません。そういった意味で、河北町は

過疎地域でないことを理由にするわけではな

いですけれども、そういった意味で地域おこ

し協力隊を本町に呼び込む上ではそれなりの

ハードルがある中で、その上で来ていただけ

る、そういった地域づくり、そしてこういっ

た地域づくりしているのでぜひ我が町へとい

う発信も含めて進めていく必要があるだろう

なと。 

   その中で、本町の魅力をさらに３年間の赴

任期間を通じて定着しようという３年間に、

今度は受入れ体制の中でどういうふうにして

構築していくかと。一つは役場なり地域なり

各種団体、いろんな隊員の活躍のフィールド

がありますから、変にお客さん扱いしないで、

やっぱり一緒にこの地域をつくっていく仲間

として、どういうふうにコミュニケーション

を取りながら３年間有意義な時間を過ごして

いただけるかと、地道なことですけれども、

そこが大事かなと思っております。 

   あと大事なのは、受入れ体制もありますけ

れども、担当のほうにも私としても問題提起

しているんですが、隊員一人一人のミッショ

ンというかやりたいこととか、それぞれ違い

ます。違っていていいわけです。それだけ多

種多様な人材を町の活力につなげてもらいた

いということですから、ただその中で、やは

り同じ志を持ってこの制度で来ている方々の

横の連絡といいますかね。今も取っていると

思います。取っています。ただそれをもっと

もっと定期的にというか、やっぱりその辺は

地域おこし協力隊の方々の意見というものを

十分踏まえながら、いかにその３年間を充実

した河北町での活動期間にしていただくかと、

やっぱりこの２点、大事かなと思っておりま

す。 

   定着率もしっかり考えていく必要あるわけ

ですけれども、６割という平均的な姿があり

ますけれども、やっぱり半分以上は定着して

もらいたいなという思いはありますよね。た

だ、いずれにしても、２人来て１人定着とい

うよりは５人、６人、10人、活動エリアを提

供しながら、その中で３人、４人、５人と定

着していくような、そういった姿を一緒に考

えていければなと思います。 

○吉田委員長 「河内副町長」 

○河内副町長 私のほうから、紅花資料館の誘客

について申し上げさせていただきます。 

   まず、コロナの前から傾向的には出てきて

おったところですが、大型バスで団体客とい

う形態で資料館にいらっしゃるお客さんが減

ってきておりました。どちらかというと、個

人、家族でいらっしゃる、あるいは小グルー

プというような形で旅行されるついでに資料

館にいらっしゃるという形に変わってきてい

るのかなと見ておったところ、コロナ禍に入

りましてがくんと減ってきたと。５類にコロ

ナが移ったわけですが、そういった傾向は今

も続いておりまして、大型バスでお客様がい

らっしゃるというようなことはほとんどなく

なっているのが現状でございます。ただ、ゼ

ロではないということと、あと大型バスでは

なくてもマイクロバスでいらっしゃるという

ような小グループは、少しずつ目にするよう

になってきております。 

   どのようにすれば誘客、来館者数を増やせ

るかということで、以前やっていたことなん

ですが、ひなまつり、どんがまつりなどの事

前のキャンペーンということで、先月の末も
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県内とあと隣の宮城県、２班に分かれまして

ＰＲを行ってきましたが、私は宮城県のほう

に行かせていただきました。河北新報と仙台

中央郵便局、それから仙台市内のテレビ局の

ほうにスポットコマーシャルを流したことが

ございまして、そこからのご縁で広告代理店

がございまして、そこに久しぶりにお邪魔さ

せていただきました。以前のようなお金をか

けてキャンペーンを張ってＣＭを流すという

ことがなかなか経費の面で厳しいところはあ

るんですが、そこは工夫して今後やっていき

たいとは考えております。 

   今申し上げましたところで、新聞にも載せ

ていただきました。それから、仙台中央郵便

局につきましては、以前、河北町の物産販売

などをやらせていただきまして、その場所な

んですが、１階のところにございまして、今

は空いているということで、またいつでもご

相談くださいということでご返事をいただい

たところでございますので、その辺の活用も

また考えてみたいと。テレビ局につきまして

も、広告代理店を通しまして、仙台駅のとこ

ろで夕方の生番組でイベントのＣＭコーナー

ということで時間を取っていただけるという

ような話もいただいてきたところでございま

す。 

   以前は、旅行代理店などを地道に回りまし

て、資料館のパンフレットなどをどんがまつ

り、ひなまつりのキャンペーンに合わせてお

持ちしておりました。そういった以前やって

効果のあったやり方、あるいは今後ソーシャ

ルネットワーク、ＳＮＳなどで情報発信とい

うこともあるんでしょうが、地道にそこはい

ろんな媒体を使って誘客に努めていきたいと

いうことで、ただ待っていてはお客様はいら

っしゃらないので、こちらから呼び込むよう

な仕掛けを考えていきたいと考えております。 

○吉田委員長 「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 地域おこし協力隊の定着については、

これからもしっかり頑張ってほしいと思いま

すし、山新の紙面にもよくいろんなところの

町なんかの地域おこし協力隊の人が、やっぱ

り山形県に来て人の心の温かさとか、いろん

なよい面を非常に感じて住むことにしたとい

うのがよく出ていたりしています。そういう

意味では、都会の人には分からない山形の魅

力、河北町の魅力があるかと思うので、地域

おこし協力隊の人たちがこの町に住みたくな

るような、そういうことの手だてをしっかり

お願いしたいと思います。これについては分

かりました。 

   ただ紅花資料館について私が言いたいのは、

どこどこにアプローチすると、これもいいん

です、それはいいんですが、そのアプローチ

した方が本町を訪れて紅花資料館に行って、

また来ようと思うか思わないかの問題なんで

す。旅行業者がお客さん連れてきて、紅花資

料館を組んでよかったねと思われるのかどう

か。また次の人を連れてこようと思われるの

かどうか。そういうふうにして考えたときに

紅花資料館の魅力がまだ足りないんじゃない

かという、リピーターができない、一回来た

らあといいというようになってしまう、旅行

業者にとってもまた連れていかないとという

ふうになかなかならないところにも大きな問

題があるんじゃないかなと。 

   ぜひ紅花資料館がもう少し魅力アップして

リピーターが増えるような、旅行業者がお客

さんを連れてきてよかったと思えるような、

また連れてこないとと思うような、山形県に

行ったらぜひ河北町の紅花資料館に行かない

とと思われるような紅花資料館にしてほしい

し、それを私は望むからここで質問をしたわ

けであります。ぜひその趣旨を酌んでいただ

き、もう少し入館者数が増えられるように期

待を申し上げて、質疑は終わります。 
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○吉田委員長 以上で８番佐藤修二委員の質疑を

終わります。 

   委員長から申し上げます。 

   ここで10時15分まで休憩といたします。 

     休 憩  午前 ９時５７分 

     再 開  午前１０時１４分 

○吉田委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

   ５款から８款までの質疑を続けます。 

   「７番木村章一委員」 

○木村委員 92ページ、６款１項３目水稲振興費

に関連してでありますけれども、昨今の米不

足は、昨年の転作が多過ぎて米の需要増に対

応できなかったことの現れと見られます。今

年産米も昨年決めた同じ流れの転作で、来年

の今頃、端境期には今年以上の米不足になる

心配があります。町としてどのように評価し

ているのかお聞きします。 

   次に、92ページ、６款１項３目畑作果樹振

興費であります。令和５年度中のサクランボ

の高温障害対策が結果として不十分で、サク

ランボが半作以下の大不作となったとのこと

でありますが、町としてどのように把握して

いるかお聞きします。この事態はサクランボ

農家多数の存亡に関わりかねない、そういっ

た認識をお持ちかお聞きします。 

   98ページ、６款１項９目農商工連携推進費

に関連してですが、国産ナッツを作る、河北

町産ナッツを進めておりますけれども、その

状況はどうか。収穫はできたのか、試食でき

る段階にあるのかについてお聞きしたいと思

います。 

   100ページ、７款１項１目ふるさとづくり寄

附事業でありますけれども、サクランボ不作

による代替品対応は、昨年度中に受けた寄附

への対応、どう対応したのか、その評価につ

いてをお聞きします。 

   102ページ、７款１項２目河北町起業支援事

業費補助金について、予算全体から比べると

活用が不十分ですけれども、国内最強クラス

の起業支援補助金を最大限活用するためのポ

イント、何を考えて取り組んだのかお聞きし

ます。 

   106ページ、７款１項４目道の駅河北費であ

ります。令和５年度中に準備して最近新たに

スタートしましたが、近隣で新たにスタート

する道の駅は、産直と道の駅の人寄せパワー

をドッキングしたもので成功している。今の

道の駅河北のパワーは非常に弱いと。昨年度

中に、公社に再オープンの準備を任せました

けれども、ぶらっとぴあを置いておいて、さ

らに河北町で本格的な道の駅をどう立ち上げ

ていくかというのは、令和５年度中に検討し

ているのかどうかお聞きしたいと思います。 

   110ページ、８款２項３目道路維持費であり

ますけれども、新しい除雪機を年度を越えて

準備しましたが、どんな除雪体制になるか、

どんなふうにパワーアップするのかお聞きし

ておきます。 

   以上、お聞きします。 

○吉田委員長 木村委員、７件ですか。（「勘定

していません」の声あり）分かりました。 

   当局の答弁を求めます。 

   「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 初め

に、決算書92、93ページの水稲振興費のとこ

ろでの米不足というふうなお話でございます

けれども、今年度、今現在米が足りないとい

うことで話になっておりますけれども、これ

が去年の生産調整が原因ではないかというふ

うなことのご指摘のようです。 

   ただ、今年の米不足の主な原因としまして

は、昨年度の米の出来柄がよくなかったとい

うこと、あとは震災によります米の買占めが

あったというところ、必要以上に米を買い占

めている家庭が増えてきているということな

どが要因とされているということで説明を受
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けているところでございます、今現在は米が

お店のほうに出ていないところが多い状況で

ございますけれども、半月後には平常に戻る

だろうということで政府米のほうも動かない

という話を聞いているところでございます。 

   ただし、また、このような事態が起きた場

合、起こる場合というふうなことも想定され

ますので、稲作の面積につきましては町のほ

うで決められるようなものではございません

ので、国のほうに要望書等の提出ということ

も視野に入れながら、稲作振興をしていきた

いと考えておるところでございます。 

   続きまして、同じページの畑作果樹振興費

のサクランボの今年の不作の状況ということ

でございますけれども、昨年度につきまして

も、昨年度の夏の影響も受けての今年のサク

ランボの不作というお話でございます。 

   通常でございますと、前年度の夏の対応が

あまりよくないと双子果が多く発生してしま

うというところが今言われているところでご

ざいます。あとは春先の受粉率、あとは高温

等によりましてトータル的にサクランボの出

荷量が減るということになりますけれども、

今年の状況を受けまして、町としましては単

独で今年度の夏につきましては遮光シートを

かぶせて、来年度のサクランボ収穫に備える

というふうな農家に対しましては支援をした

ところでございます。 

   ただ、この遮光シートにつきましても、昨

年度、今年もなんですけれども、確実な効果

というところの実証がなされていない状況で

ございました。ですので、県のほうでも今現

在、遮光シートについての実証実験をしてい

る最中でございますので、ある程度効果があ

るだろうということで町のほうで単独で遮光

シートの支援をしたところでございますけれ

ども、こういったことによりまして、町では

サクランボの生産量が日本一というようなこ

とになっておりますので、それを維持するた

めに引き続き支援をしていきたいと考えてい

るところでございます。 

   あとは、河北町におきましてはほとんどの

農家がサクランボプラス何かと、稲作とか、

複合経営をしている農家がほとんどでござい

ますので、サクランボにつきましては、今年

度につきましては大きな被害を受けたところ

でございますけれども、ほかの作物につきま

しては今のところ順調に進んでいるというと

ころで、米につきましても早いところではも

う稲刈りをやっているという状況でございま

すので、一安心をしているところでございま

す。 

   あと、98、99ページの農商工連携の中での

ナッツのお話でございますけれども、ナッツ

につきましては、令和５年度につきましては

アーモンドを45キログラムほど収穫したとい

う報告を受けているところでございます。 

   以上です。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 まず、１点目の100ページ、

101ページ、７款１項１目商工総務費の中のふ

るさとづくり寄附事業で、サクランボの返礼

品に対する昨年度納税していただいた方への

今年度の対応ということでございますが、先

日の一般質問の答弁でも申し上げております

とおり、令和６年産のサクランボの寄附件数

につきましては8,293件、３億1,420万円ほど

のご寄附を頂戴している状況でございます。

その中でも、未発送件数が692件ということで、

寄附額といたしましては1,643万9,000円とい

うことで非常に大きな額が返礼できなかった

というような状況でございます。 

   ご質疑にあるように、令和６年度産を令和

５年中にご寄附いただいた方への対応でござ

いますが、代替品ということでサクランボの

時期以降のいわゆる桃、シャインマスカット、
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ラ・フランス、そういったものの代替品をご

紹介させていただいております。さらには、

令和７年度産のサクランボでの対応というこ

とでこちらのほうからご提案させていただい

ておるところでございます。 

   令和５年中にご寄附いただいた方からは、

現在のところ寄附を返していただきたいとい

うようなご相談は受けていないところでござ

います。もちろん控除になっておりますので、

寄附金額のほうは返金できないというような

状況でございますので、ただ現在のところそ

ういったクレーム等はないということでござ

います。通しましてですが、寄附金をどうし

ても返していただきたいという件数は１件の

みでございます。ほかは代替品等で対応させ

ていただいておるというような状況でござい

ます。 

   続きまして、102ページ、103ページ、７款

１項２目商工業振興費、起業支援事業の国内

最大における支援のポイント、200万円の執行

額少ないのではないかということでのご質疑

かと存じます。 

   令和５年度におきまして、４名の方から公

募いただきました。そのうち３件採択させて

いただきましたが、諸般の都合によりまして

昨年度は１件のみの交付とさせていただいた

ところでございます。その１件が執行額200

万円の交付ということでございます。 

   このポイントということでは、本事業につ

きまして大きな目的といたしましては、町内

における起業を促進しながら地域経済の発展

と雇用の確保を図るという目的でございます。

できるだけ多くの方に公募していただいて、

町内の地域経済の発展と雇用を確保してまい

りたいということが大きな目的とさせていた

だいているところでございます。 

   続きまして、106ページ、107ページ、７款

１項４目観光施設費、道の駅河北についての

ご質疑かと存じます。 

   近隣市町の道の駅につきましてはリニュー

アルということで、産直等含めた形でパワー

アップして、新たな道の駅をということにつ

きましては存じ上げているところでございま

す。道の駅河北については、これまでもご説

明申し上げておりますが、耐用年数が残り10

年ほどだということで、何とか現施設を活用

して運営してまいりたいという方向づけを示

させていただいたとおりでございます。令和

５年度中に新たな道の駅の整備ということで

は検討はなされていないと認識いたしており

ます。 

   以上です。 

○吉田委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 110ページ、111ページ、道

路維持費、道路除雪費の機械器具費について

のご質問にお答えします。 

   昨年は、機械器具費としまして3.1メーター

級のグレーダー、あと令和４年の繰越明許費

としてロータリー除雪車、2.2メーター級の除

雪機を２台購入させていただいております。

そのうち２台とも更新ということで、台数の

状況というのはございませんでしたけれども、

ロータリーの2.2メーター級ですが、令和４年

度がちょっと故障中で、ほかの1.5メーター級

ですとか、ドーザにロータリーをつけまして、

そちらで代用するような除雪体制で行ってお

ったところでございます。 

   令和４年度はそのため2.2メーター級のロ

ータリー除雪車を使えなく、令和５年度の10

月に納入になりまして、令和５年度は通常の

除雪体制が整うというような形で準備してお

りましたが、去年の暖冬のため2.2メーター級

のロータリー除雪車は出動機会がなかったと

いうことになっておるところでございます。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 最初１点目、水稲振興費、米の問題
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でありますけれども、町としては国に要望す

る程度といいますか、それ以外にはなかなか

米問題、需給で農家が右往左往させられると

いいますか、そういったことではやれること

はないというふうな認識なのでしょうか。も

う少し何かできないだろうかということです。 

   特にサクランボについては、町の認識とし

て半作以下、半分以下になるような収益だと

したときに、この際、廃業しようかと考えて

しまうことにつながりはしないかという危機

感、米の２倍から３倍の収入がある、売上げ

があるサクランボが一気に生産量が下がって

いく、そういった危機と捉えてはいないのか。

その辺、お聞きしたいと思います。 

   特にといいますか、遮光シートなどについ

て、買って張りたいけれども、買うと１回ハ

ウスにかけてまた下ろしてという、そういっ

た労力があって、それに対応できないんだよ

ねという声が結構聞かれたんですね。そうい

った声届いているかどうか。その辺をどう対

応するか、どう考えているかお聞きしておき

たいと思います。 

   国産ナッツ、河北町産ナッツ、国産のアー

モンドが45キログラム収穫できたということ

ですが、これはどんな処分といいますか、取

った農家のものだとは思うんですけれども、

試食するとか何か、特別国産というブランド

を狙ったわけなので、それをどうしていこう

というような動きなどがあったのかどうかお

聞きしておきたいと思います。 

   国内最強クラスの起業支援事業費補助金で

すけれども、フルに活用するための何かポイ

ント、ここはポイントを押さえているんだと

いうようなところがあったらお聞きしておき

たいと思います。 

   道の駅河北について、今は頑張っている状

況ですが、やはり産直とドッキングした道の

駅というのは本来の道の駅河北の在り方では

ないかなと思うんですが、担当のところでそ

ういった思いといいますか、そういうのはあ

るのかどうかお聞きしておきたいと思います。 

   除雪体制は、結果として更新だということ

でありますが、町民が期待できるようなパワ

ーアップといいますか、そういったことなど

が期待できるかどうかお聞きしておきたいと

思います。 

   以上、もう一度お聞きします。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 92、

93ページの水稲振興費の米不足の件でござい

ますけれども、こちらにつきましては河北町

だけの話ではない、全国的な話かと思います

ので、今のところはそういった要望的なこと

しかないのかなと考えているところでござい

ます。 

   あと、畑作果樹振興費のサクランボ農家に

つきまして、廃業の危機感というふうなこと

でございますけれども、そういったお話は届

いてはおりますけれども、内容的にはどちら

かといいますと、年齢的なところで廃業とい

うところも大きな要因を占めているところが

多いようです。確かに遮光シート、ビニール、

花卉もそうなんですけれども、わざわざ上っ

てあとは終わったらしまうというところで、

大変危険な作業だということでやめようかと

いうところもお聞きしているところでござい

ます。 

   町としましては、町も県もなんですけれど

も、サクランボにつきましては、そういった

今年のような被害ができるだけ少なくなるよ

うに、品種を変えていただくということでの

苗木の購入補助、支援というところも行って

いるところでございます。特に、佐藤錦につ

きましては潤みが早いというところで、どち

らかといいますと紅秀峰、紅王のほうが潤み

が遅いというところもありますので、そうい
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った品種への植え替えというところで支援を

していきたいと考えているところでございま

す。 

   あと、アーモンドのその先ということでご

ざいますけれども、アーモンドにつきまして

は、イタリア野菜同様、主に東京方面のレス

トラン等に出荷して料理として使っていただ

くというところが多いということを聞いてお

ります。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 １点目の国内最大クラスの

500万円の補助のフル活用というのがちょっ

と意味分からないので、詳しく質問をお願い

してよろしいでしょうか。 

   ２点目の産直をドッキングした道の駅とい

うことでは、こちらのほうは産直を取り入れ

た道の駅ということでは検討させていただき

ました。しかしながら、道の駅河北、近くに

ございますひな産直センターが設置してあり

ます。そことはもちろんバッティングするだ

ろうということと、現在の建物の中の敷地、

面積を考えた場合に、なかなかほかでやって

いるような道の駅での産直のスペースが取れ

ないということもございまして、現在行って

いるスタイルにさせていただいたところでご

ざいます。 

○吉田委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 除雪機のご質問にお答えし

ます。 

   先ほど申したとおり、更新ということで台

数的なパワーアップということは今回かない

ませんでしたけれども、新しくなった除雪機

の性能ですとか能力がアップしております。

安心してオペレーターも運転できるような設

備もついておるところでございますので、そ

の辺で効率がよくなると考えておるところで

ございます。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 国内最強クラスの起業支援補助金を

満額使えるような、大がかりといいますかね、

500万円ですからそんなにあれではないんで

すけれども、それをうまく生かし切るような、

そういった応募者にいかにアピールして来て

もらうかというような、事業を始めるのは町

内ですけれども、町内外から広くなので、そ

ういった取組というのはどのようにしている

かというような質疑です。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 この事業につきましては、

町内篤志家の方からご寄附を頂戴して基金に

積み立てまして、年間総額で600万円の予算化

をさせていただいているところでございます。

周知方法といたしましては、もちろん町のホ

ームページをはじめ、町内の皆様の広報紙で

紹介させていただいているほか、山形県を通

じまして県内の起業支援の情報提供をさせて

いただいているところでございます。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 以上で終わります。 

○吉田委員長 以上で７番木村章一委員の質疑を

終わります。 

   次に、「５番石垣光洋委員」 

○石垣委員 それでは、最初に108、109ページ、

７款１項５目商工費、商工施設費、どんがホ

ール費指定管理料について伺います。 

   指定管理料1,742万3,000円、令和５年度主

要な施策の成果に関する説明書121ページ、毎

月イベントが行われてきました。どんがホー

ルでの独自のイベントがあったとすれば、そ

れはどんがホール独自で周知されたのでしょ

うけれども、町と連携してのイベント企画な

どがあったとすれば、町報で周知なされたの

か。また、町と連携してのイベント、あるい

は町が依頼して行ったイベントなど、この表

の中であれば答弁をお願いします。 

   あと、愛の募金について伺います。愛の募
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金について、反響などはどのようなものがあ

ったのか伺います。 

   次に、町の中のにぎわい創出に寄与してき

たと考えますが、このたび指定管理者の変更

の経緯について伺います。選定は令和５年度

に行われたと思うので、経緯について伺いま

す。 

   次に、年間利用者が令和４年より令和５年

は増えています。年間利用者が、令和４年度

は３万5,371人、令和５年度は４万7,039人と

あります。そのような中、令和６年３月31日

以降、元気ｎｅｔかほくでの備品などはどの

ように引継ぎされたのか伺います。 

   次に、パブリックコメントを募集するとき、

どんがホールにも対象文書を置いて公開され

てきたのか伺います。パブリックコメントの

文書をどんがホールで公開することについて、

指定管理者を指定するときの条件として、パ

ブリックコメントの文書を置くことも入って

いたのか伺います。 

   次に、108、109ページ、８款１項１目土木

費、土木管理費、土木総務費の中の法定外公

共物図面修正業務委託料18万4,000円につい

て伺います。この修正の原因は何なのか伺い

ます。払下げなどがあったのか伺います。 

   次に、110、111ページの８款２項２目土木

費、道路橋梁費、道路維持費の中の3,648万

7,914円とあります。冬期間の融雪後の道路の

陥没や陥没箇所の補修について、融雪後、道

路パトロールなどを行っていただいて陥没箇

所などを確認されていると思います。あるい

は地区の区長さんあたりから要望が上がって

きていると思いますけれども、この陥没箇所

の補修などについてどのように行われたのか

伺いたいと思います。 

   あと、外側線やセンターライン、歩道のラ

インの補修について伺います。経年での劣化、

あるいは消えているところも多々見受けられ

ますけれども、全ての外側線、センターライ

ン、歩道のラインの補修については多額の経

費がかかると思いますけれども、令和５年度

の予算の執行の中でどのように行われたのか

伺います。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 初めに、108ページ、109ペ

ージ、７款１項５目商工施設費のどんがホー

ル費の質疑かと思います。 

   まず、第１点目のどんがホールのイベント

についてでございますが、町との関わり、共

催的なものでいうと、町と共催ということで

はございません。元気ｎｅｔかほく、指定管

理者が事業を実施しているということでござ

います。 

   また、谷地ひなまつりにつきましては、元

気ｎｅｔかほくさん独自で実行委員会組織に

入っておりますので、そちらで公開したとい

うことでございます。あわせまして、実行委

員会のほうで木目込み人形の制作体験、実演

等も行っておりますので、こちらに記載させ

ていただいております。また、こどもまつり

等については、共催等の事業ではございませ

んが、商工観光課の担当職員もお手伝い等は

させていただいているような状況です。 

   あと、８月の愛の募金の評価ということで

ありますが、こちらの事業も元気ｎｅｔかほ

くさんが主催で独自に実施をしていただいて

おります。評価ということではありますが、

募金活動ということで日本テレビさんが中心、

読売グループさんが中心になっているのかち

ょっと分かりませんけれども、そうした中で

そういったチャリティー活動というのは一般

の町民の方も含めまして評価はされているの

だろうと思っております。 

   それから、指定管理の選定方法、これは私

のほうではなく、ちょっと飛ばしまして、令

和４年と令和５年の利用者の増ということで
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は、令和４年につきましては３万5,371人、そ

れから令和５年につきましては４万7,039人

ということで、利用者が増えている理由の大

きな一つとしては、新型コロナウイルス感染

症に伴いましての５類移行が大きく影響して

いるんではないかなと思っておるところでご

ざいます。 

   さらには、備品の引継ぎでございますが、

町の備品につきましてはそのまま継続という

ことと、新たに必要になった備品、それから

更新しなければならない備品については町の

ほうで準備させていただいて引継ぎをさせて

いただいているというようなところでござい

ます。 

○吉田委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 どんがホール

の指定管理者の選定についてでありますけれ

ども、どんがホールの指定管理につきまして

は、指定期間が切れたときに公募を行いまし

て、２団体の応募があって、それを審査しま

して今の指定管理者に決めたというような経

緯でございます。 

   あと、パブリックコメントの件であります

けれども、今実施中の小学校の整備に向けた

基本方針のパブリックコメントにつきまして

は、先日来、一般質問でもやり取りがありま

したけれども、それを受けましてどんがホー

ルでもパブリックコメントの実施をしている

ということであります。昨日から置いたとい

うふうにしております。 

○吉田委員長 「土方都市整備課長」 

○土方都市整備課長 108ページ、109ページ、道

路総務費の土木総務費にあります法定外公共

物の図面修正業務委託料に関して、まずお答

えします。 

   こちら毎年境界立会い等を行っております。

そちらで修正が出た場合ですとか、あとは立

会いした箇所にマーキングというか、何年に

番号を振って立会いの情報を図面に入れまし

て、後々分かりやすいように修正しているよ

うなことになっております。 

   続いて、道路の陥没穴についてのご質問で

すけれども、基本、道路パトロールですとか、

あとは住民からの情報提供、区長さんも入り

ますけれども、情報提供がありまして、その

後、委託業者のほうにその箇所を全部地図で

示して、こちらのほうの補修をお願いしたい

というようなことで行っております。また、

小規模の場合は、町の職員が行って自前でや

るというときもございます。 

   ラインのほうなんですけれども、ラインは

９款になりますので、10款……、ラインは別

な方がやりますのでよろしくお願いします。 

○吉田委員長 取消しします。 

   「５番石垣光洋委員」 

○石垣委員 以上で終わります。 

○吉田委員長 ５番石垣光洋委員の質疑を終わり

ます。 

   次に、「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 ３点質疑させていただきます。 

   決算99ページ、成果108ページ、６款１項９

目農商工連携推進費で農商工連携推進事業

100万円、これは成果のほうにも、ワインブド

ウの生産者の栽培技術と醸造技術の育成を図

るため、地域商社かほくらし社が行う町内の

地域資源を活用した事業に補助金を交付した

とありますが、補助金を交付しての成果、ま

た、かほくらし社との連携、どんなふうに行

ったのかお伺いしたいと思います。 

   ２つ目に、決算101ページ、成果111ページ

の７款１項１目地域おこし協力隊委託料の中

の３名、かほくらし社で外部委託したという

ことでお伺いしていますが、その方の業務内

容についてお伺いしたいと思います。業務内

容の中でも町産ブドウワイン醸造業務とあり

ますが、令和５年度の業務実績どうだったの
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か、また、令和５年度の業務目標にどんなも

のを掲げて取り組まれたのかお伺いしたいと

思います。 

   また、醸造されたワイン、数本か何本か、

何千本かあるわけでしょうから、ワインの使

用目的、試飲目的、要はイベントなどでよく

試飲されているという話はお伺いしますけれ

ども、醸造されたワインの販売とか、そんな

形で行われていたのか、また町内で購入は可

能だったのかについてお伺いしたいと思いま

す。 

   ３点目ですけれども、同じ成果の111ページ

の７款１項１目商工総務費の中の地域活性化

起業人負担金、これは首都圏の企業から社員

を派遣していただいたということで、これも

地域商社関連、ワイン関連の事業に携わって

いただいた方のあれなんですけれども、負担

金600万円、この方だけ突出して600万円とい

う形で、地域おこし協力隊というのは四百数

十万円ぐらいの年間の負担だと思うんですけ

れども、この方に特化して600万円、その理由

を教えていただきたいと思います。 

   以上、終わります。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 決算

書99ページ、６款１項９目の農商工連携促進

事業費補助金の100万円の内容でございます

けれども、先ほど委員おっしゃいましたよう

に、この目的としましては、ワインブドウの

生産者の栽培技術と醸造技術の育成を図ると

いうふうな目的でかほくらし社に交付したも

のでございます。 

   内容としましては、現地指導、あとは収穫

指導、あとは醸造指導、それに伴う指導者の

旅費等で100万円というふうな内容になって

おります。内容としましては、デラウェアの

ブドウ１トンにつきまして対象として行った

というふうなことで、収穫指導のときなどに

つきましては、町の職員も出て指導を受けな

がら収穫していったというふうな内容を聞い

ております。 

   成果としましては、その指導を受けたこと

によりましてワインが945本、数量にしまして

約708リットルのワインが出来上がったとい

うふうなことを聞いております。 

   以上です。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 100ページ、101ページ、７

款１項１目商工総務費の中の地域産業振興費

の地域おこし協力隊委託料1,229万2,100円に

ついてのご質疑かと思います。 

   この委託料につきましては、株式会社かほ

くらし社のほうに、委託型の地域おこし協力

隊ということで３名分の委託をお願いしてい

るところでございます。この３名のいわゆる

事業内容でございますが、お一方は地域商社

支援事業、ツーリズムの企画・運営、産学官

連携といった事業でございまして、もうお一

方におかれましては、町産品の販路拡大とい

うことを目的としましてＥＣサイトの構築・

運用、それからギフト商品の開発、ふるさと

納税の返礼品も含めた開発でございます。先

ほどご質疑ございましたように、もうお一方

が町産ワインの委託醸造というふうなことで

ございます。 

   先ほど農林振興課長から製造本数945本、

708リッターということでございますが、販売

先につきましては、都内のレストラン、それ

から都内の酒屋さん、町内におきましては１

店舗、酒屋さんのほうで販売させていただい

たところでございます。売上総額につきまし

ては210万円ほどということで、先ほどの945

本内の約740本が販売されたということでご

ざいます。販売額につきましては、2,750円で

ということで販売いたしております。 

   あわせてですが、同じく地域産業費、101
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ページの地域活性化起業人負担金600万円と

いうことでございます。こちらのほうは、い

わゆるワインに関わる業務として、都内にご

ざいますリーデル・ジャパン株式会社のほう

から１名ご派遣いただいておるところでござ

います。この600万円の根拠につきましては、

人件費、それからどうしても車が必要である

と、県内車の移動が必要だということで、車

の借り上げ等も含めまして、この金額につき

ましては企業側さんと協議の上、同意をもっ

て600万円に設定させていただいているとこ

ろでございます。 

○吉田委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 農商工連携の促進事業100万円と

地域商社の３名、外部委託のかほくらしに来

られている地域おこし協力隊ということで内

容、業務が大体似通っているので、併せてま

た再質疑させていただきますが、結局945本を

醸造をしたということで、これもまた令和５

年度は委託醸造ということで行われたと思う

んですが、醸造に関していつまで委託醸造を

行っているのか。もう２年以上醸造技術を磨

いていると思うんですが、いつ磨き終わるの

か、その辺もお伺いしたいと思います。 

   あと、740本ほど販売して210万円の売上げ

があったということで、なかなか町民の方に

も知名度の低いワインになっていると思うん

ですが、その辺は今からどう考えていこうと

しているのか。令和５年度ではどういった目

標、どういったことを考えて事業をやってき

たのか、その辺も併せてお伺いしたいと思い

ます。 

   あと、地域活性化起業人の負担金600万円と

いうのは、内容的には理解したつもりでいま

すので、これで結構です。 

   以上、２点お伺いします。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 いつ

まで委託醸造なのかというご質問でございま

すけれども、今現在新たな地域協力隊の方を

農林のほうで招きまして、ワイン醸造、ワイ

ン仕込み、ワインの収穫等につきまして研究

をしていただいているところでございます。 

   現在のところ、中間報告になるかもしれま

せんけれども、ワインを自前で醸造するとい

った場合にはそれなりに相当の経費が必要で、

あとは、そうした場合に畑の面積、今現在空

いている畑はあるんですけれども、どうして

もまとまった土地でないとなかなか難しいと

いうふうなことも今報告を受けているところ

で、今現在の量でありましたら、やはり委託

醸造をしていくしかないだろうというふうな

経過報告をいただいているところでございま

す。 

○吉田委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 そうすると、今課長おっしゃるの

は栽培の面積、今年度、令和６年度の事業に

なってしまうのでちょっと質疑は控えますけ

れども、令和５年度の栽培技術と醸造技術と

いうことで目的多分あったと思うんですが、

そのときはそのときで令和５年度はどういう

栽培の技術をどこまで伸ばそう、また醸造は

どこまでやろう、そういった目的・目標があ

って100万円を推進事業として補助したとい

うことだと思うんですが、ずっとワインに関

してはいつまでも結果も出なくて、何してい

るか分からないので、栽培技術はどこまでど

ういうふうに上がったのか。その辺も、もし

詳しく分かるんであれば教えていただきたい。 

   今年度の地域おこし協力隊１名、農林に派

遣されているのは分かります。その話は結構

ですので、令和５年度ずっと同じようなこと

で100万円、その前の年は1,300万円で別な事

業内容で補助していたかもしれませんけれど

も、そういう中で100万円、また商工でも地域

おこし協力隊でかほくらし社にやっていると、
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人件費ということで先ほど同僚委員からもあ

りましたけれども、地域おこし協力隊の定住、

やっぱり最大の目的・目標というのは多分そ

こだと思うんです。 

   事業成功するにこしたことはないですけれ

ども、それを越して成功して定住するという

のが最大の目標だと思うので、その辺も先ほ

ど町長答弁でもありましたけれども、河北町

を選んで赴任してもらうことが大切だという

町長のご意見もありました。それも確かに大

切ですけれども、やっぱり事業を成功して定

着してもらうというのが私は地域おこし協力

の本来の目的、姿ではないのかなと思います。 

   外部委託しているからもう任せっきりのよ

うな、いつもそんな感じが受け止められます

ので、再度、農商工連携の栽培技術、どうい

う確立しつつあるのか、また、どう醸造技術

確立しつつあるのか。令和６年度は令和６年

度としてまた確立していくんでしょうけれど

も、令和５年度どんな実績・評価だったのか

教えていただければと思います。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 ちょ

っと専門的になるので、どこまでお話しでき

るかというふうなところもあるんですけれど

も、そもそもワイン用のブドウ、生食用のブ

ドウというもの、２種類ある。同じブドウで

も、同じデラウェアでも生食用として出荷す

るもの、あとはワイン用のもので出荷するも

のによりまして育て方が違うようです。あと

は、薬剤の散布の仕方も違うようですので、

そういった散布の仕方、時期等の指導という

ふうなことと理解しているところでございま

す。 

   昨年は、猛暑の影響で20アール当たり１ト

ンの収穫というふうなことのようでした。そ

れで計算してみますと、やはり補助金がない

となかなか自立が難しいというふうな結果が

出ているところでございます。 

○吉田委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 そうすると、専門的な技術は私も

全然分かりませんけれども、こうやって補助

をしてお金も出して、ワイン用のブドウ、多

分デラウェアとマスカット・ベーリーＡがあ

るかどうか分かりませんが、その辺でこちら

から供給して、地域商社で委託醸造として技

術を確立していくという流れも大体分かるん

ですが、やっぱり目的・目標を持たないと、

どうしても何かだらだらだらだらして、いつ

になったらワイン事業が成功するのか、もう

途中で諦めているのか。 

   私個人的には諦めてはいるんですけれども、

なかなかはっきりとした数量とかそういった

ものも出てこないし、委託醸造ばっかりやっ

ているもんですから、醸造所も造ろうとしな

いし、地域商社の人件費として費用がただ出

ていっているだけのような気がするので、そ

の辺もやっぱりかほくらし社と連携を取って、

本気でワイン事業を成功させる、またほかの

事業もたくさんありますので、成果が出てい

る事業もあると思いますので、その辺も連携

を取って事業を進めていっていただきたいと

思います。ただ支援金、補助金を出している

だけだったら誰でもできるので、その辺も含

めて連携を深めて事業を成功していただきた

いと思います。 

   以上で終わります。 

○吉田委員長 以上で４番東海林信弘委員の質疑

を終わります。 

   次に、「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 私から４点ほど質疑させていただ

きます。 

   初めに、決算書98、99ページ、６款２項１

目林業振興費の中の２番、森林環境保全対策

事業費として木工クラフト体験教室が開催さ

れました。こちらは86万5,710円使用している
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んですけれども、何人ぐらい利用したのかお

聞きします。 

   次に、100ページ、101ページ、７款１項１

目商工総務費の中の４番、河北発信事業費の

中の会場借り上げ費110万円、こちらの費用対

効果についてお伺いします。 

   続きまして、102、103ページ、７款１項２

目商工業振興費の中の１番、起業支援費の中

の河北町起業支援事業費補助金200万円につ

いて、こちらの成果や補助金を受けた企業の

現状についてお伺いします。 

   次に、104、105ページ、７款１項３目観光

費の中の２番、観光費の広告料179万9,500円

について、こちらの費用対効果についてもお

伺いします。 

   以上です。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 決算

書98、99ページ、６款２項１目の森林環境保

全対策事業費の消耗品費の件でございます。 

   木工クラフト体験教室を開催したというこ

とで説明させていただきましたけれども、そ

の内容でございます。こちらにつきましては、

令和５年度は２回開催しております。１回目

が、べに花まつりのときにべに花まつりの会

場で行わせていただきました。このときには

352名参加いただいております。２回目が、か

ほくほくほくまつりのときに同会場で開催さ

せていただきました。こちらにつきましては

252名の参加をいただいたところでございま

す。全て無料で参加いただいているという状

況でございます。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 100ページ、101ページ、７

款１項１目商工総務費、河北発信事業の費用

対効果ということのご質疑かと思います。 

   この発信事業費の会場借り上げ料というこ

とかと存じますが、令和５年度初めての試み

といたしまして、ポータルサイトのイベント

のほうに出展させていただきました。一つは

ふるなびふるさと納税マルシェ、こちらが10

月５日、６日と２日間にわたりまして出展さ

せていただきました。もう一つがふるさとチ

ョイスの大感謝祭ということで、11月22日、

23日、２日間にわたりまして参加させていた

だきました。 

   先ほどのふるなびの来場者数につきまして

は２日間で約9,000名以上、ふるさとチョイス

につきましては２日間で１万4,000人、自治体

数においては130自治体ということで、この２

つのサイトについては非常に人気のあるサイ

トになっております。我々としては、こちら

のサイトをさらに有効活用していただくとい

うことと、町の返礼品のＰＲということで昨

年初めて出展させていただいたところであり

ます。費用については、１件当たり50万円の

会場借り上げということで、都内のイベント

にしては高くはないのではないかなというふ

うには思っております。 

   こちらのほうに参加しての効果ということ

でございますが、昨年10月１日から法改正に

よりまして、返礼品の返礼率の問題、それか

ら取扱いの問題が改正されました。それに伴

いまして、９月時点での駆け込み需要という

ことで、本町におきましても５億円以上のご

寄附を集中的に頂戴した経緯がございます。

恐らく例年予定されております12月末までの

駆け込み需要というのが激減されるだろうと

いうことも想定いたしまして、この10月、11

月でのイベントに参加させていただいた経緯

もございます。 

   この効果でございますが、数字に表すのは

非常に難しいのかなと思っております。ただ、

我々としては、10月以降のふるさと納税につ

いては、例年より多く下回る予想をしており

ました。しかしながら、予想を上回る寄附を
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頂けるという想定をしまして、３月定例会に

おいては１億5,000万円、３月臨時会において

は4,000万円の積立金の増額をさせていただ

いたというところでございます。少なからず

とも影響があったのではないかなと認識いた

しております。 

   続きまして、102ページ、103ページ、７款

１項２目商工業振興費、起業支援事業費の効

果と現状についてであります。 

   成果に関する調書にも示させていただいて

おりますが、令和５年度におきましては４件

の公募がございました。その中で３件採択さ

れておりまして、うち２件につきましては諸

事情によりまして取り下げるということで、

昨年度は１件200万円を交付させていただい

たところであります。飲食店ということもご

ざいまして、その状況については、今年度に

入りましていろいろと我々もサーチさせてい

ただいておりますけれども、思うように運営

はいっていないということをお聞きしている

ところでございます。 

   我々としましても、この事業を進めるに当

たって、支援団体でございます河北町商工会

の支援を受けた上でこの申請を受けておりま

す。さらには継続して支援を受けていくとい

うことが必須条件とさせていただいておりま

す。したがいまして、経営指導等も含めまし

て、商工会のほうにもお願いをしているよう

な状況でございます。 

   なお、この起業支援の審査につきましては、

町内５名をもって構成させていただきまして、

10項目による点数化をさせていただいて交付

をしているような状況でございます。 

   次に、104ページ、105ページ、７款１項３

目観光費の中の広告料のご質疑かと思います。 

   こちらの広告料につきましては、山形空港

への電車広告になります。それから、さくら

んぼ駅の西口の階段の中段ほどにございます

広告、さらにはどんがまつりのテレビスポッ

ト、またわくわくガイドということで、こち

らのほうはＮＥＸＣＯ東日本のサービスエリ

アに、山形県に入る前の国見サービスエリア、

それから安達太良も入っていたかと思います

けれども、そういったところにガイドを発行

しまして、５万部発行しております。 

   最後になりますけれども、昨年初めてＳＮ

Ｓによる広告ということで、ユーチューブ、

フェイスブック、インスタグラム、これの映

像を作成しまして、もう一つ、紅花資料館で

行われていますふゆまつり、この４つをＳＮ

Ｓでご紹介させていただいたところでありま

す。 

   この経費対効果でございますが、山形空港、

さくらんぼ駅につきましては、やはり山形に

降りる最初の地点ということで、県内外のお

客様に周知を図るという意味では効果がある

と思います。あと、昨年ＳＮＳで広告を出さ

せていただきましたけれども、やはり今現状

を考えますと、紙媒体のチラシ・パンフレッ

ト等よりは、こういったＳＮＳでの情報発信

というのが非常に有効活用されているという

ことで、大きな効果が得られたんではないか

なと思っております。 

○吉田委員長 「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 再質疑させていただきます。 

   初めに、98、99ページの木工クラフト体験

教室についてですけれども、目的として森林

や自然環境に対する関心の向上を図ったと成

果のほうにあります。こちらはアンケートな

どで成果の検証などをされているのかお聞き

します。 

   次に、100ページ、101ページの会場借り上

げ費について、今後、効果を上げるための改

善点などあればお聞かせください。 

   次に、102、103ページの河北町起業支援事

業費補助金について、２件あったんですけれ



- 163 - 

ども、理由やその評価についてあればお聞か

せください。 

   また、104ページ、105ページの広告料につ

いて、私が前、新幹線を利用したときにさく

らんぼ東根駅の館内広告について、長らく同

じ写真で色あせた写真がずっとあったんです

けれども、現状どうなっているのか教えてく

ださい。 

   以上です。 

○吉田委員長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤農林振興課長併農業委員会事務局長 決算

書98、99ページの木工クラフト体験教室の件

でございますけれども、こちらにつきまして

アンケート等は実施していない状況でござい

ます。しかしながら、会場におきまして緑環

境税のポスターの展示、パンフレット等の配

布などを行って周知を図っているところでご

ざいます。また、この木工クラフト体験教室

の正式名称が、木と触れ合う機会創出事業と

いう事業の中の木工体験クラフト教室となっ

ておりまして、来場者にはやまがた緑環境税

の焼き印を押した杉材ですかね、木のコース

ターを配布したりして周知を図っているとい

うような内容でございます。 

○吉田委員長 「軽部商工観光課長」 

○軽部商工観光課長 101ページ、河北発信事業費

の件でございますが、今後の改善点というこ

とでございますが、このイベントにおきまし

ては、町の紹介ということでパンフレットを

配ったり、お客様にご紹介したりということ

ではございません。本町は特に職員が試行錯

誤しまして、方言当てクイズというようなイ

ベントを交えながら行っております。方言当

てクイズをやった中で正解者にはプレゼント

するということで、この会場では非常に列を

つくって話題を集めているような状況でござ

います。したがいまして、今年度も参加する

予定ではございますが、改善はせずに、昨年

同様、努めてまいりたいと考えております。 

   それから、103ページ７款１項２目起業支援

費の辞退者の理由でございますが、一つは、

県の補助金と並行してご申請をいただいてお

った方がおられます。内容的には、金額的に

県の補助金のほうが優位であったということ

で、今回の本町の起業支援事業費の辞退を申

し出ていただいたということでございます。

二重補助は認めていないということもござい

ましたので、もう一件につきましては、こち

らは諸般の事情ということで、詳しい事情は

お聞きしていないような状況でございます。 

   続きまして、104ページ、７款１項３目の広

告料の恐らくさくらんぼ東根駅２階西口のち

ょうど中段目の階段の看板かと思いますが、

ご承知のとおり、昨年まで色あせてしまい、

看板がもう見えない状態になっていたという

ことでございます。昨年度中に７款１項３目

18節の負担金のところで、さくらんぼ東根駅

観光物産振興協議会負担金というのがござい

ます。こちらの協議会の中で看板の更新をす

る予定でございましたが、業者の都合もござ

いまして昨年度設置にならないということで、

お客様に大変ご迷惑をおかけしたということ

でございます。新たな更新につきましては、

今年度中に更新をさせていただいているよう

な状況でございます。なお、予算の支出につ

いては、先ほど申し上げた協議会から負担を

いただいているというような状況です。 

○吉田委員長 「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 ありがとうございます。同僚委員

からもあったんですけれども、やって終わり、

やりっ放しで終わるのではなく、計画・目標

を持って取り組み、その検証するというＰＤ

ＣＡサイクルをもって事業に取り組んでいた

だければと思います。 

   以上で質疑を終わります。 

○吉田委員長 以上で３番安孫子真弥委員の質疑
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を終わります。 

   以上で５款から８款までの質疑を終わりま

す。 

   続いて、９款から14款までの質疑の通告を

求めます。 

   （３番、４番、６番、７番、８番、９番、

10番、14番の通告あり） 

   落ちありませんか。確認します。３番、４

番、６番、７番、８番、９番、10番、14番。 

   委員長から申し上げます。 

   ここで昼食のため午後１時まで休憩といた

します。 

     休 憩  午前１１時２７分 

     再 開  午後 １時００分 

○吉田委員長 休憩を解いて再開します。 

   ９款から14款までの質疑に入ります。 

   最初に、「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 私からは１点質疑させていただき

ます。 

   決算書130、131ページ、10款４項１目の２

番、社会教育総務費の中のはたちのつどい事

業委託料112万1,513円についてです。こちら

の大まかな内訳を教えてください。 

   以上です。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 決算書130、131ページ、10

款３項４目社会教育総務費のはたちのつどい

事業委託料、今ありましたように112万1,513

円の委託料となってございます。予算的には

もう少しあったわけですが、実際、結果とい

うことで減額をした経緯がございます。 

   内容としては、はたちのつどいのときに式

次第の印刷、あるいは二十歳になる人たちの

記念品、あとはライブ配信を行っています。

欠席する方もおられます。遠くの方、県外の

方、なかなか出席できない方もいらっしゃい

ますので、ライブ配信を行いました。あとは、

全体の集合写真を撮って、それを郵送するも

のなど、事務経費を合わせてこの金額に至っ

たところでございます。 

○吉田委員長 「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 再質疑いたします。 

   令和５年度の評価や参加者の満足度など、

分かれば教えてください。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 参加者ですけれども、実際

にはたちのつどいを企画・運営するに当たり

まして、二十歳となる当事者、実行委員会を

結成したところでございます。令和５年度は

７人の方が実行委員となってこの企画・運営

に携わっていただきました。 

   その方々から会終了後、また実行委員会等

で、反省点、課題等についていろいろとお聞

きしたところがあります。特に、何点かあり

ますけれども、受付のところで時間になって

もなかなか会場入りしない人たちがいたと。

受付のところで看板を設置しているんですが、

はたちのつどいという看板の前で何度となく

写真を撮っていて、なかなか時間になっても

会場入りしないというようなことも反省点と

あって、誘導する係をしっかりと配置すべき

だったというような反省などもあったところ

でございます。 

   あと、式典の途中でも、やっぱりそういっ

たこともあって遅れて入ってくる、あるいは

なぜか用事があって退場したりと出入りがあ

ったということもあって、そこもしっかりと

会場の出入り、注意を払うようなことを来年

度以降必要だねというような反省などもあっ

たということであります。 

   それから、いわゆる恩師の先生からビデオ

メッセージを動画で頂くという企画をしたと

ころですが、なかなか先生方から動画で全員

からは頂けなかったというところで、動画に

限らず手紙などについても頂くようなことも

検討してはというようなこともありました。 
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   あと、実行委員会としてよかった点という

ことでは、Ｚｏｏｍの配信などをしながら実

行委員会を行ったので、県外にいる学生など

についても参加ができたということで、ここ

も継続してやっていきたいというふうなこと

で、評価というところではいただいていると

ころでございます。 

○吉田委員長 「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 町としてこの事業をどのように認

識しているか、ちょっとお伺いできればと思

います。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 これまでは成人式というこ

とで、二十歳になった人たち、大人の仲間入

りということで責任と自覚を持って社会にこ

れから第一歩を踏み出すんだというところで

の自覚を持っていただくような成人式という

意味合い、それと併せてはたちのつどい、な

かなか会えなかった友人同士が集って、久し

くまた顔見知りになって、これからのお互い

の夢に向かってどのように動いていくのかと

いうようなところを確認するような、２つの

意味合いもあるのかなと思いながら、ただ、

成人が18歳になったということで、18歳の成

人式ではなくはたちのつどいということで、

これまでどおり成人を祝うことだけに限らず、

二十歳としての改めてまた大人としての自覚

を持っていただき、これから社会に参画して

いく中で責任ある行動を取っていただく、ま

た、いろんな発想の中で河北町、山形県、日

本を発展していただけるように、新たな決意

などを持っていただければなというふうな思

いで、はたちのつどいなどを企画、支援して

いるところでございます。 

○吉田委員長 「３番安孫子真弥委員」 

○安孫子委員 ありがとうございます。 

   私はこの事業を、県外に進学等で出ていっ

た若者たちがふるさとに一斉に帰ってくる貴

重な事業と認識しております。このチャンス

を生かして、ふるさとへの思いをはせるきっ

かけとなるようなすばらしい事業とすべく、

支援をしていただければと考えております。 

   以上で質疑を終わります。 

○吉田委員長 以上で３番安孫子真弥委員の質疑

を終わります。 

   次に、「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 それでは、２点質疑させていただ

きます。 

   決算119ページ、成果138ページ、９款１項

４目水防費でございます。排水処理基本調査

業務委託料127万6,000円ありますが、成果の

調書の中には、溝延地区の浸水対策基本調査

業務委託とあります。その調査業務委託の報

告がまだなされていないと思いますので、そ

の調査結果と、あと、またその調査が終わっ

てからの令和５年度の浸水対策の内容、あれ

ば教えていただきたいと思います。 

   次に、２点目ですが、決算145ページ、成果

145ページ、10款１項２目事務局費、県立谷地

高等学校後援会支援事業費補助金であります

が、令和５年度80万円の決算額です。当初予

算では50万円の予算だと思いますけれども、

どうして30万円の増額かということで議案調

査の中でもお伺いさせていただきました。そ

うしたら、30万円というものは、カヌーの月

山湖への練習の移動費ということで支出した

という話を聞いておりますが、それが間違い

でないかどうか、さらに再度確認しながら聞

きたいと思います。 

   また、その後援会の補助金、当初予算で50

万円ありましたけれども、この支出の目的と

しては、谷地高等学校後援会が行う教育活動

を支援する事業に補助金を交付という項目だ

と思います。練習会場に移動するお金を何で

そこから支出したのか、その辺の理由づけも

お願いしたいと思います。 
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   以上、２点お願いします。 

○吉田委員長 「真木防災危機管理課長」 

○真木防災危機管理課長 決算書118、119ページ、

９款１項４目水防費の排水処理基本調査業務

委託料に関するご質問をいただいたところで

あります。 

   委員ご質問の中で触れていただきましたよ

うに、溝延地区において浸水対策工法の比較

検討ということで昨年度実施をさせていただ

いたということでございます。この場を借り

てご報告いたしますと、検討方法としまして

先に申し上げたいと思うのですが、現地にお

ける雨量計算、あとは排水路の大きさ、さら

に令和２年７月の豪雨災害のときの浸水範囲、

こういったものを考慮した上で溝延地区にお

ける浸水対策としてどのようなものがふさわ

しいかというところを、いわゆるコンサル業

者にお願いして検討してもらったということ

になります。 

   結果でありますが、溝延小学校の東のほう、

町道溝延杉の下線と柏川が立体的に交差する

ポイントがございますが、そこに水門を設置

して、かつ排水ポンプ車で排出するという方

法と、あとは、ここから上流のほうに当たる

わけですけれども、溝延六区内におきまして、

住宅地側に流れる水量を今よりも調整しまし

て、地域内の北側のほうに流してやるという

方法を併用するアイデアをいただいたところ

です。 

   ちょっとまとめますけれども、水門を新た

に設置して排水ポンプでかき出してやる方法

と、その途中から住宅地に流れる水量を減ら

して、住宅地が比較的少ない北側のほうによ

り多く流してやる工法、この２つを同時に取

り組んではどうかというのが提案結果でござ

います。 

   ただ、これまで特に議会のほうにも報告し

てまいりませんでしたが、国で現在進めてお

ります築堤との関わりもありまして、築堤に

なれば、今申し上げている水門というのはも

う不要になる可能性が高いという部分もあり

まして、今のところ担当課としては、後半の

ほうで申し上げました水量調整のほうでまず

何とかならないかということで引き続き検討

を行っている状態ということでご報告をさせ

ていただきたいと思います。担当課レベルの

考えでありますので、今後、役場内部の関係

各課での調整であったり、場合によっては土

地改良区との協議であったりが必要になって

くるというような段階にございます。 

   後半のほうでいただきました令和５年度の

浸水対策の内容ということでございますが、

今申し上げましたように委託事業をもって検

討を進めている段階でありますが、当然そう

している間に水害というのは起こり得るわけ

だったのですけれども、幸いにして特に対策

が必要な災害は起きなかったと。もし起きた

としたらどうしていたのかという部分で申し

上げますと、令和４年８月の大雨のときに実

践いたしましたように、地元水防団第３分団

中心に危険地域に土のうを積んで対応すると

いうような対策を講じる考えでございました。 

   以上です。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 決算書122、123ページ、10

款１項２目事務局費の中の県立谷地高等学校

後援会支援事業費補助金についてのお尋ねで

ございます。 

   この補助金につきましては、県立谷地高等

学校後援会が行う教育活動等を支援する事業

に対して補助金を交付するものということで、

補助対象事業といたしまして、地域の伝統文

化に触れ、郷土愛を高める教育活動を支援す

る事業、あと地域に貢献する教育活動を支援

する事業、あと土日祝日の生徒の通学に係る

バス運行経費を支援する事業と、この３つの
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事業を対象事業としているものでございます。 

   １つ目の地域の伝統文化に触れ、郷土愛を

高める教育活動に関する事業につきましてで

すけれども、昨年度は林家舞楽を総合文化の

授業の中で習い、それを発表する場、こうい

ったところで指導謝礼、あるいは衣装のクリ

ーニング代といったところにお使いいただい

たようでございます。 

   あと、２つ目の地域に貢献する教育活動を

支援する事業、これは主に部活動の遠征費で

あります。東北大会以上の生徒の遠征費等に

ついて補助をしているものでございます。カ

ヌー部はもちろんでございますけれども、陸

上部、弓道部、あとは全国放送コンテスト、

こういったところにもしているところであり

ます。 

   あとは、土日の生徒の通学に係るバス支援

ということであります。地域に貢献する教育

活動を支援する事業の中で、昨年度、谷地橋

のところの練習場が一時使えなくなった状況

にあったということで、練習場を求め月山湖

まで行ったと。それに続く移動経費、これに

ついて増額をして、結果的に80万円というふ

うに通常よりも30万円多い支出、補助金交付

となったものでございます。 

○吉田委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 １点目のほうからですけれども、

これは多分溝延の柏川を中心に浸水対策とい

うことで調査していただいて、今後こういっ

たことをやれば浸水被害は防げるんではなか

ろうかということで多分考えて行っていただ

いた事業だと思います。 

   課長のほうからも説明でありましたとおり、

柏川というのは２つの水路、分路になってお

りまして、住宅の中を流れる１つと、あとは

ちょっと北側のほうを流れる２つで、最後に

はまた合流して最上川のほうに流れていくと

いう感じで流れています。結局はそこの内水

というものが最上川にはき切らずに内水の氾

濫を起こすというのが令和２年７月、また令

和４年８月にはもうあふれるばかりの浸水が

目の前にあった被害でありまして、その辺も

なかなか進まない。結局は槙川のほうもそう

でしたけれども、なかなかそういった水路関

係の対策が施されていない。今回、令和５年

度ではその調査をしていただいたということ

で、本当にありがたく思っております。 

   今の話をお聞きすれば、町道のほうにポン

プ車を置いて、あそこからくみ上げて、河川

のほうというんですか、田んぼのほう、畑の

ほうに流す。ただそれも町道ですから、水が

越水する危険性はありますので、その作業の

ときも安全性も確かめなきゃいけないし、ま

たいろいろな方面で無理なところもあります

けれども、やっぱり早め早めの対策をして地

域住民を安心させていただくというほうが本

当にいい方策かなと思います。 

   また、築堤、輪中堤を造る上では、柏川の

ほうにも国交省から造っていただくという話

もいただいておりますので、その辺も町と併

せて連携を取って対策を進めていっていただ

ければと思います。 

   また、柏川についてですけれども、町管理

と土地改良区管理といろいろ分かれているよ

うで、なかなか理解に苦しむところが多々あ

ります。その辺も町の行政サイドで、土地改

良区のエリアというか町管轄、あとは国交省

管轄か分かりませんけれども、その辺も含め

て対策ということをやっていただければと思

います。 

   これについては以上で終わります。 

   ２点目、谷地高等学校の後援のいろいろ教

育後援会の支援だということで説明ありまし

た。伝統文化は林家舞楽、いろいろと町の行

事に参画していただくということで分かるん

ですが、あとバス運行、これは休日出たとき
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に生徒の送迎ということで前から言われた事

業でありまして、それに使われたということ

は理解しています。ただ、地域貢献というこ

とで、部活動の送迎、いろいろあると思うん

ですが、カヌー部、全国的にも優秀な成績を

収めていて立派な部活動でありますけれども、

なぜ後援会費を使って、保護者の負担で送迎

するとか、そういったことは考えられなかっ

たのか。 

   また、こういった事案がカヌー部以外にも、

谷地校の場合、文化部で放送部ですとか、あ

とは弓道部、その辺も全国区のレベルで活躍

していると思うんですが、そういった部活動

関係にもそういった支出をやるのか、今後ね。

今回は令和５年度はもう出したからしようが

ないんですけれども、こういった考えでいく

のか。何か腑に落ちない。30万円ですけれど

も、当初予算50万円の半分以上支出している

ということで、これは誰かと相談して行った

事業なのか、後援会で納得して受けて支出し

たのか、お願いされたのか。その辺の筋をは

っきりしていただきたいと思います。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 地域に貢献する教育活動を

支援する事業では、部活動の遠征費等も含ま

れております。先ほども申し上げましたよう

に、カヌーだけではございません。陸上、弓

道、あとは放送コンテスト、こういった生徒

の旅費の一部補助も入ってございます。今回

カヌーの練習に係る移動経費、これについて

も谷地高さんと後援会で話をされて、変更計

画というものをお出しいただいて了承したわ

けでございます。練習に係る移動経費につき

ましては、昨年度、令和５年度臨時的なもの

というふうに捉えております。今後につきま

しては、一応50万円という金額、この辺は上

限にしていきたいと思っております。 

○吉田委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 上限というか、そういったものを

設けて部活動を支援していくんだということ

は分かります。ただ、昨年度から谷地高を支

援する会が発足して、今回の決算の成果とな

る調書にも支援する会の項目として３項目ほ

どありますけれども、その支出の先、後援会

の補助金から出すのか、支援する会で出すの

か、その辺はどういう考えで今回は後援会か

ら出したか。支援する会は全く別物なのか、

その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 後援会につきましては、文

字どおり谷地高の後援会、これまでどおり３

事業についての支援と考えます。また、谷地

高を支援する会は町民挙げて谷地高を応援し

ていくというような目的のところから、そう

いった趣旨になろうかと思います。 

○吉田委員長 「４番東海林信弘委員」 

○東海林委員 私も谷地高を支援しないわけでは、

反対しているわけではないんですけれども、

その支出先、どこから出すという、捻出して

いるという項目が何となく腑に落ちない。部

活動で使っていて、今度練習場が月山湖に行

っているからその移動の経費、それも分かる

んですけれども、その辺もへ理屈ぽくて大変

申し訳ございませんが、支援する会、はっき

り使徒と目的を明確にして、今後そういった

ことがあり得る可能性だってなきにしもあら

ず。そんなことでやっぱり後援会では後援会

として、部活動ということは初めて私は知っ

たような気がするんですけれども、認識不足

で大変申し訳ございませんが、30万円という

ものを何でそこから出したのか、何となく理

解に苦しむ。支援する会もありながら、支援

する会の目的も分からないこともないんです

けれども、何となく出してと言って、はいと

いう感じでなあなあで終わったのかなという

感じがしてならないんです。 
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   今後、後援会でずっと何年間も50万円、た

だ谷地高の100周年記念のとき100万円渡して

いますけれども、後援会の50万円というのは

ずっと変わりない金額で、昔の谷地高を支え

る会だか何かあったときの名残で、毎年出そ

うという話になって決まっている金額だと思

いますけれども、その辺も含めてその使途、

使い方、何でもありということはあまり芳し

くない、好ましくないと思いますので、その

辺きちんと精査した上で、納得の上説明して

いただければと思います。 

   また、当初予算50万円から30万円プラスな

ったわけですから、所管の委員会に報告する

なり、何かあってもしかるべきだと思います

けれども、それも含めて今後対応していただ

くようよろしくお願いしたいと思います。 

   以上で終わります。 

○吉田委員長 以上で４番東海林信弘委員の質疑

を終わります。 

   次に、「６番増川憲一委員」 

○増川委員 私から２点質疑させていただきます

が、款項目までは同じです。 

   決算書124ページから127ページ、10款２項

１目の14節、成果の150ページの工事請負費の

不用額がここで出ていますが、先日、厚生文

教常任委員会で学校訪問したときに、トイレ

についてちょっと聞かれたことがあったんで

すが、和式のトイレがまだ設置になっていて、

これは洋式に変えられないかということが先

生方より聞かれました。あと、トイレの入り

口にバッテン印になっていて使用不可という

ことになっていました。できれば、今一般家

庭でも和式から洋式化に大分なっていますが、

不用額147万5,500円あるわけですけれども、

優先順位を考えて１か所、２か所程度でもい

いんですが、和式から洋式トイレに変更とい

うのはできなかったのでしょうか。 

   もう一点ですけれども、10款２項１目の17

節備品購入費、成果の151ページになりますが、

これも学校訪問したときに、午前中だったん

ですが、施設見学で体育館に行きました。そ

うしたらば、午前中であったがやっぱり高温、

ちょっと暑いような状態でした。中学校にス

ポットクーラーが設置されましたが、予算の

費目流用が認められるということを昨日の質

疑の中で聞いたわけですけれども、これがで

きるのであれば、備品購入費に流用して、小

学校６校あるわけですけれども、体育館にも

スポットクーラー、最低１台ずつでも10款２

項１目の学校管理費の不用額968万5,775円か

らできなかったのかという質疑です。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 決算書124ページから127ペ

ージまでですけれども、127ページの上段にあ

る工事請負費の不用額についてであります。 

   こちらのほうは谷地中部小学校空調設備更

新工事、これは令和４年度の繰越明許費分の

残141万8,600円というのがありますけれども、

それがほとんどでありますので、こちらをど

うのこうのというのは無理だと考えます。 

   ただトイレの話でありますけれども、今、

小中学校合わせて全体で52％ぐらいが洋式で

あります。これはトイレのうち男子トイレの

小便器は除きますけれども、52％ほどが洋式

化というふうになってございます。現場から

要望がなければ、一応今のところ洋式トイレ

化というのはこれで終了と考えます。ただ現

場のほうとも相談しまして、学校によっては

まだ少し洋式化の低いところもありますので、

そちらから要望もあるようですので、洋式化

については計画的に考えさせていただきたい

と思っています。 

   また、トイレについて廃止になっていると

いうところありますけれども、学校はやはり

人数が減ってきておりまして、使っていない

という報告も受けております。故障して使え
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ないんじゃなくて使わないという選択肢もあ

るとなっております。 

   あと、備品関係でありますけれども、備品

について小学校の体育館へのスポットクーラ

ーの導入ということでありますけれども、昨

年度、中学校で備品購入ということで暑さ対

策ということで３台、県からの補助を受けな

がらいただいたわけですけれども、今のとこ

ろ小学校の体育館へのスポットクーラーの設

置というのは検討していないというところで

ございます。 

○吉田委員長 「６番増川憲一委員」 

○増川委員 これはぜひとも検討していただいて、

やっぱり児童の小学校生活が快適な環境でで

きるように、できれば小学校費として不用額

が残るのであれば、これは費目流用が認めら

れるということには当たらないのでしょうか。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 流用という形でなくて、計

画的に予算化して進めさせていただきたいと

思っております。 

○吉田委員長 「６番増川憲一委員」 

○増川委員 小学校はやっぱり小学校１年生から

６年生まで、年齢も６歳から12歳までという

ふうになるので、小さいお子さんを考えれば、

やっぱりそういう環境を変えていく、いい環

境にするというのは町で努力しなければなら

ないことなので、ぜひとも環境を整える意味

で、今後とも第一に考えていただきたいと思

います。 

   以上で質疑を終わります。 

○吉田委員長 以上で６番増川憲一委員の質疑を

終わります。 

   次に、「７番木村章一委員」 

○木村委員 126ページ、10款２項１目小学校費で、

令和元年にエアコンを導入して令和２年から

使い始めたわけですけれども、河北町全体と

してゼロカーボンを目指しているという観点

から見たときに、エアコンを使って暖房した

ほうがＣＯ２排出を少なくできるのではない

かと前に質問したことがありましたが、そう

いった検討などをされているか。 

   これは128ページの中学校費も同じであり

ますけれども、燃料費、令和２年から令和５

年までの動向とか、光熱水費の動向など見る

と、あまりその比率が変わっていないので、

そのようにはしていないようなんですけれど

も、なぜそう申し上げるかというと、同じ熱

量を暖房するという場合に、ヒートポンプを

使うとエアコンのほうが６分の１ぐらいに減

るんですね、ＣＯ２の排出量がですね。そう

いうことがありますから、ぜひそういったこ

とを検討して、学校でもゼロカーボンにしっ

かりとシフトしていく、そういった考え、暖

房の部分でやってみたらどうかと思うんです

がいかがでしょうか。 

   それから、130ページ、10款４項１目社会教

育総務費の中で紅花フォトコンテストについ

て、記念品などをお出ししながらやられたと。

令和４年、令和５年とやっていて、見てみる

となかなかいいすばらしい写真が、やはりコ

ンテストに出すだけなのですばらしい写真が

あるんですが、そういった写真の活用という

のをどんなふうにできるのか。コンテストで

評価するだけで、あとはもう使っちゃいけな

いというものなのかどうか、そのことについ

てお聞きします。 

   以上、２つお聞きします。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 決算書126ページ、10款２項

１目小学校費、また128ページ中学校費の管理

費の中でのお問合せでございますけれども、

昨年度エアコン暖房についても少し検討させ

ていただいたというところでありますが、結

果としてボイラーのほうがやっぱり暖まると

いうところで、現状のまま使用させていただ
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くというふうな結果に至ったところでありま

す。小学校についても、エアコン暖房につい

ては、今のところ現状のままということで考

えております。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 決算書130、131ページで10

款３項４目社会教育総務費の中の記念品代４

万2,120円という数字がございますが、この記

念品代を使って、かほく紅花フォトコンテス

トの記念品代とさせていただいたところでご

ざいます。最優秀１点、優秀２点を選びまし

た。選ばれた優秀作品等につきましては、町

として自由に使えるというようなことを事前

に許可確認をした中で、いろんなイベント等

でそのベニバナの写真をフォトコンテストの

優秀作品、最優秀作品を使わせていただいて

いるところであります。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 小学校と中学校、やはりゼロカーボ

ンに近づけるというときに、令和元年に入れ

たわけですから最新式ですが、そういった環

境に優しい機器を入れたら、それで暖房した

ほうが環境に優しい。教育現場ですから、そ

のほうがいいんだということを子供たちにも

よく実態として伝えるなんていう点でも役割

を果たしてくれると思うんですね。こういう

ふうな電気式のヒートポンプを使うとＣＯ２

排出少ないんだというような、そういった教

育になると思うんですが、そういった観点か

らもしっかりＣＯ２の排出量の比較などもし

てみて、子供たちにも示して、それで対応を

研究するようにできないでしょうか。いかが

ですか。 

   それと、フォトコンテストの写真ですけれ

ども、どんなところに使っているのかなと。

議場で休憩時間になると流れる映像あります

けれども、あれにもベニバナが出ていますけ

れども、あの辺のところになんかも使わせて

いただけるのか。使わせていただけるのであ

ればぜひ、やはり熱心に写真を撮る、そうい

ったことをやっている方々の写真ですので、

見てみると非常にすばらしいなと。実際見ら

れる６点ですよね。２年間で最優秀２つと優

秀４つの写真見ても、いずれもすばらしい写

真なので、積極的にうまく使うべきですが、

どのように活用しているかちょっと説明して

ください。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 ヒートポンプの活用など、

ＣＯ２の排出量比較など、これに関してとい

うことでありますので、それについてＣＯ２

の排出量などの積算とか、そういったところ

は研究させていただければと思います。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 紅花フォトコンテストの優

秀作品につきましては、ホームページ等、あ

るいはいろんな会議といいますか、各団体の

会議のときの表紙にしたりしながらも、ＰＲ

をしながら使わせていただいているところで

ございます。町としてその権利をいただくと

いうことにしておりますので、いろんなとこ

ろに活用することは可能ですので、どんどん

表に出していきながら、いい作品を広く多く

の方に見ていただいて、河北町のベニバナの

ＰＲをさせていただきたいと思っております。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 フォトコンテストの写真ですけれど

も、賞を受けた方の写真だけなのか、それと

も提供いただいた写真全般について使用させ

ていただくことが可能になっているのか。も

し使えるというのであれば、紅花資料館、ベ

ニバナが咲く時期って非常に短くてというこ

とがあるので、どこか一室とか、どこかのス

ペースに提供された写真を常時展示して、そ

れで年度ごとにこんなふうにすばらしい写真

を頂いていますということで、でっかい写真
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にして展示するなどというと、なかなかベニ

バナ畑で見ても意外と切り花とか花そのもの

としては目を引かないんですが、ちゃんとカ

メラマンの目で見ると本当にすばらしい絵に

なるという写真ですから、そういったふうに

したらいいんじゃないかと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 広く周知をしながらという

ことにはしていきたいと思いますが、まず誰

でもというか、今回応募が67点あったわけで

すが、賞を取った最優秀並びに優秀賞の作品

のみいろんなところで使わせていただくとい

うことで確認をしているところでございます。

その作品については、いろんなところで広く

展示といいますか、ここはやっていきたいと

思っています。全てではありませんので、全

部の67作品を一堂に展示するというようなこ

とは、最初の段階で許可を取っていないとこ

ろですので、賞を取った方のみということで

今のところは広く周知をしていきたいと思っ

ています。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 写真を出展した方は、自分が採用さ

れなかった場合でも、どんな方々のどんな写

真が出されて、その中で自分はどういうふう

な位置づけだったかなと、選ばれなかったの

かなみたいな点では興味もあるし、紅花資料

館に来ていただくきっかけにもなると思うの

で、広く使うのは現時点で６枚、年間３枚ず

つということですが、それ以外のものも、こ

んな応募がありましたというのをプリントア

ウトして、紅花資料館のどこかに展示をする

というそのことは可能なのかどうか。可能で

あればそういったスペースを設けると、そう

するとベニバナの美しさといいますかね、そ

ういったものなんかも大いにアピールできる

スペースにもなるんではないかと思うんです

が、その辺はどうなんですか。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 紅花フォトコンテストにつ

きましては、インスタグラムで募集をしてい

ただいております。インスタグラムを通して

全作品を見ることは可能なんですが、それを

印刷してどこかに展示するということはでき

ないので、ぜひインスタグラムから見ていた

だければなと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 私よく分からないところもあるんで

すが、インスタグラムのコンテンツといいま

すか写真は、大きな画面にしちゃった場合は

ちょっと画素数が足りなくてすぐぼやけちゃ

うとか、そういうふうな写真になるんでしょ

うか。ちょっとお聞きしておきます。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 拡大して印刷されても、小

さくしても、見た目には変わらずきれいに写

るかなと思います。拡大といいますか、印刷

してもきれいに写ると思いますので、そこは

見ていただければなと。スマートフォンで見

る画面と普通にＡ４サイズに印刷する画面と

では同じぐらいの鮮明度で写ってくるかなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 切花展に熱心に出展されていた方も

いらっしゃったんですが、それをあえてフォ

トコンテストに切り替えたというときに、そ

の特質、いいところも、実際切花展に来てい

た人たちはなかなか参加できなくなったとい

うこともあえてやったということは、それな

りにいい面もあったというふうに思うんです

ね。いろいろインスタグラムの中でというこ

となので、そこの範囲内で見られるというこ

とであれば、例えばモニター、テレビ画面、
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それを準備して紅花資料館に来た人はそこで

見られると。大きくして見られるみたいなそ

ういったふうにして、何年度こんな映像があ

ったよということなどで見てもらうとか、そ

ういうふうにして、せっかく切り替えた新し

いものですから、紅花資料館ならではのベニ

バナの美しさを押し出すみたいな、そういっ

た取組に広げていくなどはどうなんでしょう

か。どう考えますか。 

○吉田委員長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場生涯学習課長 インスタグラムを通して応

募して、それにインスタグラムで投稿してく

れた方というのは、名前もあるいは住所もと

いうか、やっぱり誰がどのようにしたのか分

からない中で作品を提供していただいており

ます。ただ賞を発送する、あるいはお届けす

るためにということで、その方のみ送り先と

いうか確認はしておりますけれども、それ以

外の方については、やっぱり氏名・住所と一

緒にということではなくいい作品を送ってい

ただいておりますので、そういう意味では、

誰の作品をというような展示もできないよう

な仕組みの中でインスタグラムで投稿してい

ただいているということですので、賞に入っ

た方の作品を有効活用していきたいとは思っ

ております。いろんなイベント等で、あるい

はいろんな冊子、表紙にも使うことを許可得

ているもののみ、それは有効活用させていた

だきたいという考えでございます。 

○吉田委員長 「７番木村章一委員」 

○木村委員 切花展のときには、どこの誰という

のは皆さん明確にして切り花展示していまし

たけれども、インスタグラムだとそういうふ

うにしていないと。どこの誰だか分からない

けれども、出展してもらえるというふうな方

式にしたわけなんですかね。できれば、そう

いった許可得た人だけでもいいんですが、そ

れぞれのベニバナのきれいな写真をぜひ見ら

れるように検討すべきだったのではないかと

いうことを申し上げて、質疑を終わります。 

○吉田委員長 以上で７番木村章一委員の質疑を

終わります。 

   次に、「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 124、125ページ、10款２項１目小学

校の管理費でお尋ねします。 

   小学校は一年通して授業している中で、遠

足、修学旅行があったり、卒業式、入学式、

始業式、終業式、あるいは運動会、あるいは

文化祭など、一年の間にいろんなことが行事

として行われるわけでありますが、残念なが

らコロナが続いて大分縮小したり、あるいは

卒業式なんかでは来賓を呼ばないとか、保護

者にも制限あったりと、こういうことがあっ

たわけでありますが、何といっても令和５年

度変わったのは５類になったということで、

それまでコロナ禍ということで縮小したり、

いろいろ制限してきたことだと思うんですが、

そういうことが５類に変わったということに

よって、どれだけ元に戻ったかと。元の行事

に戻ったかということが私は大事なんじゃな

いかと思うんでありますが、えてして、一回

なくしたものはもうそのままなくしちゃえと

いう傾向だったり、全国的にも縮小したのを

そのままでいいのではというふうなことにな

っているところもあるようであります。 

   本町は、令和５年５類に変わって、それま

でのコロナで縮小したりした部分がどのよう

に元に戻ってきたかといいますか、そこら辺

はどのように捉えてらっしゃるか、その１点

お尋ねします。 

○吉田委員長 「宇野学校教育課長」 

○宇野学校教育課長 小学校、中学校もそうであ

りますけれども、学校行事についてコロナ前、

コロナ禍、コロナ５類移行の変遷といいます

か、そういったお尋ねかと思います。 

   大きく分けていろんな行事はありますけれ
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ども、まずは式典、入学、卒業式、ここら辺

に関しましては、コロナ前は当然保護者の制

限もなし、来賓の方もたくさん呼んでやって

いただいていたと思われます。コロナ禍にな

って、保護者の入れる数を制限、あるいは来

賓の方をお呼びしないなど、時間短縮の努力

をさせて開催させていただいたところです。

コロナ５類以降につきましては、保護者の制

限が取り外されました。ただ来賓につきまし

ては一部縮小というか、ご案内する数を減ら

してそのままというところもあり、時間を短

縮したままやっているというところも見受け

られます。 

   あとは、修学旅行、遠足もでありますけれ

ども、コロナ禍のときは県内に限定して修学

旅行を行った学校もありますが、令和５年度

５類以降はコロナ前のような修学旅行の形態、

遠足の形態になってございます。 

   あと、運動会とか文化祭であります。こち

らも式典と同様に、保護者の制限がコロナ禍

では出たわけであります。あとは来賓の案内、

こちらも同様な制限があったところでありま

す。コロナが明けてから、５類移行になって

からは保護者の制限はやはりなくなってきま

した。ただ来賓の案内についてはなくなった

ところもあります。特に変化が多いのが運動

会であります。これはコロナだけではないで

す。暑さ対策もあって、全て春の開催という

ふうになり、午前中で終わる、終わらせる、

こういった運動会になってきているというふ

うな状況でございます。 

○吉田委員長 「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 教育長は、今のことに対してどのよ

うに捉えていらっしゃいますか。 

○吉田委員長 「板坂教育長」 

○板坂教育長 このたびのコロナ禍において、こ

れまで取り組んできた教育活動について、再

考を促すようなきっかけになったなと思って

いるところです。一番と大事にしているとこ

ろは、安易な同調主義はやめましょう、各学

校の状況に応じて校長が判断する、これを述

べているところであります。そして、いろん

な行事がありますけれども、価値ある改革と

継続をお願いすると。それは子供にとって意

義のあるものなのかどうか、それを判断基準

にして決めてくださいと言っているところで

す。 

○吉田委員長 「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 課長のお答えにもありましたとおり、

いろんな卒業式、入学式なんかでは来賓とか

いろいろ制限あったものが、今度は来賓がで

きるようになったり、いろいろ変わったとこ

ろはあろうかと思います。また、修学旅行や

遠足、高学年は町内の小学生は結構福島なん

かに行くというのが多いんですが、それがコ

ロナ禍では県内にとどめていたと。それが５

類になってまた福島に行く学校も出てきたと

いうことで、そこは戻りつつあるなと、こう

いうふうに理解します。 

   ただ、運動会なんかについては、課長から

のお答えありましたとおり、熱中症という絡

みもあって、９月だったものが５月に変わっ

たり、少しでも涼しい時期にしようというふ

うになったことは分かります。ただ、町内の

全部の小学校、中学校がコロナ前までは一日

がかりで運動会やっていたんですが、コロナ

禍はもうほとんど午前中で終わるという時間

制限をやって、午前中で全部終わるような形

を取っていたわけでありますが、５類になっ

てもそこだけは変わっていないようですね。

全部の小学校がやはり午前中だけで終わって

いる。中学校も午前中だけで終わっていると。

令和５年度はそうだったようであります。 

   そうしますと、今までコロナ前まではいろ

いろな種目があって、一日がかりでいろんな

種目を子供たちが経験したと思うんでありま
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すが、そういういろんな種目が大分削減され

てしまったんじゃないのかと。子供の活躍の

場が狭められたんじゃないかなと。コロナ禍

ではしようがないなと思ったんですが、５類

に変わっても、コロナ禍の午前中という体制

は、令和５年度は全ての学校、小学校、中学

校、やっぱり午前中で全部終わっているとい

うのは、どうもコロナ禍で午前中で終わって、

それが悪い言葉で言うと楽だったというか、

これでもいいんでねえかというようなことに

なってしまってんじゃないかと。それは逆に

言いますと、子供の活躍の場が狭められたと

いうか、一日で出られたもっと種目があって、

そういうものをやらなくなったり、あるいは

リレーがなくなったのとか、そこら辺の中身

は分かりませんが、そこら辺がまだコロナ禍

のままというのがどうも信じられないという

気がするんですが、その辺に関して教育長は

どのように思われますか。 

○吉田委員長 「板坂教育長」 

○板坂教育長 確かに委員がおっしゃるとおり、

ほとんどの学校が午前中で終わっている事実

があります。ただよく見てみますと、やっぱ

り児童生徒数の減少が時間短縮につながって

いるなということをつくづく感じます。そん

な中で、今までどおりのものではなくて、例

えば、今年150周年に当たっているから、150

個のまり入れをしましょうとか、そういった

工夫も中には見られます。児童生徒数が減少

する中にあって、午前中であろうがそこを充

実したものにしようという先生方の工夫は見

られます。そのように捉えております。 

○吉田委員長 「８番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 一日も早い、コロナが明けて元の体

制に戻ってもらいたい。必ずしも全部イコー

ルでなくていいとは思いますが、学校に応じ

た考えがありますし、学校に応じたやり方と

いうのはあるかとは思います。しかし、コロ

ナ禍であれだけ縮小されて、本当に子供たち、

私たちから見て非常にかわいそうだったなと

いう感じがするわけでありますが、コロナが

明けて５類になって、一日も早い通常どおり

に戻ってほしいということを申し上げ、質疑

は終わります。 

○吉田委員長 以上で８番佐藤修二委員の質疑を

終わります。 

   ここで委員長から申し上げます。 

   お諮りします。本日はこれをもって延会し

たいと思います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日はこれにて延会とします。 

   明日９月11日は午前９時までご参集願いま

す。 

   お疲れさまでした。 

         午後１時５９分  延 会 
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